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「公共施設の適正配置に関する方向性（中期）」の概要 

 

 

👉 公共施設マネジメントを円滑に推進していくため、公共施設一つ一つにつ

いて、検討していく方向性を示したものです。 

 

👉 中期計画期間（令和 5 年度～令和 10 年度）については、前期計画期間及

び中期計画期間における縮減目標（計 17％）の達成を見据え、個別の施設

の存廃、複合化や集約化、譲渡などの方向性を示しています。 

 

👉 後期計画期間（令和 11 年度～令和 16 年度）については、現時点で想定

する概ねの方向性を示していますが、市民ニーズの状況や社会経済情勢の変

化、地方財政制度の動向等を勘案して、適当な時期に改めてその方向性を検

証する見込みです。 

 

👉 この方向性は、公共施設マネジメントを進めるための決定事項ではなく、

市民の方々との議論を深めていくため、現時点での市の考え方をお示しする

ものです。 

 

👉 個別の施設の検討に当たっては、市民の方々との対話を図り、ご理解をい

ただきながら実現に取り組んでいきます。 
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１．はじめに 

 

(1) 本市の公共施設マネジメント 

 

人口減少・少子高齢化は、多くの地方公共団体に共通する課題です。地方公共団体において

は、税収の減少、社会保障関係経費の増大等、行政経営にとって極めて厳しい事象と直面して

います。 

本市では、昭和 40 年代半ばから 50 年代にかけて集中的に整備した公共施設が老朽化し始め、

今後 10 年から 20 年の間にその更新費用の確保が急務となるため、本格的な公共施設の老朽化

対策を講じていく必要が生じています。厳しい財政状況の中で、公共施設を負の遺産ではなく

健全な資産として次の世代に引き継ぎ、「新しいまちづくり」を進めていくことは、喫緊の課題

です。 

こうしたことから、本市では平成 28 年 2 月に「下関市公共施設等総合管理計画」を策定し、

“公共施設マネジメント”を推進しています。 

 

 

［下関市公共施設等総合管理計画の概要］ 

・対象施設：公共施設、土木インフラ施設、企業会計施設の全て 

・計画期間：20 年間（平成 27 年度～令和 16 年度） 

・基本目標：公共施設の延床面積を最低 30%以上縮減 

      前期（平成 27 年度～令和 4年度）  △ 7% 

  中期（令和 5年度～令和 10 年度）  △10%（累計 17%） 

  後期（令和 11 年度～令和 16 年度）  △13%（累計 30%） 
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(2) 公共施設の現状（公共施設カルテより） 

 

  本市では、令和 3 年度末現在で 1,047 施設 1,520,174.28 ㎡の公共施設を保有しています。 

  現在の市民 1人当たりの公共施設延床面積は 6.02 ㎡／人となっていますが、公共施設延床面

積の減少より速いスピードで人口が減少していることから、市民 1 人当たりの公共施設延床面

積は増加傾向にあります。 

  市民 1人当たりの公共施設延床面積は、中核市（人口が 20 万人以上で比較的大きな規模や能

力を持ち、政令で指定された都市）の平均 3.44 ㎡／人（令和 3年 3月 31 日現在）と比較する

と突出して多く、中核市中最大となっています。 

 

  また、全公共施設の平均築年数は 36.90 年に達しています。

特に更新（改築）や廃止・解体を検討すべき時期となる築 40

年以上の建物が全体の約 48.3%に達し、総合管理計画策定時点

の約 28.6%と比較して、一層の老朽化が進んでいます。 

 

 

 

公共施設数及び延床面積の推移 

 

 

市民１人当たり公共施設延床面積の推移 

  

（老朽化が進む公共施設） 
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(3) 「公共施設の適正配置に関する方向性（中期）」の目的 

 

公共施設マネジメントを円滑に推進していくためには、施設の利用状況や市民の意向、利用

圏域などの特性を考慮しつつ、サービス機能をできるだけ維持しながら、施設総量の最適化を

図っていかなければなりません。 

そのためには、集約化（同一又は類似の利用用途の施設を一つにまとめること）や複合化（異

なる利用用途の施設を一つにまとめること）といった手法を用いながら、地区を単位として俯

瞰的な検討を行っていくことが必要ですが、公共施設の設置目的が多岐にわたり、また非常に

数量が多いため、検討のための草案（たたき台）として、平成 30 年 12 月に「公共施設の適正

配置に関する方向性（前期）」を策定いたしました。 

「公共施設の適正配置に関する方向性（前期）」は、市民の方々との議論を深めていくため

の検討案として使用し、また個別施設計画策定時の資料等として活用してきましたが、議論の

結果や情勢の変化等により、現状は「公共施設の適正配置に関する方向性（前期）」とかなり相

違した状態となっています。 

 

前期計画期間（平成 27 年度～令和 4年度）が終期を迎えることから、前期計画期間中の議

論の結果や個別施設計画の策定状況を踏まえて、このたび「公共施設の適正配置に関する方向

性（中期）」をまとめました。 

中期計画期間（令和 5年度～令和 10 年度）については、前期計画期間及び中期計画期間に

おける縮減目標（計 17％）の達成を見据え、個別の施設の存廃、複合化や集約化、譲渡などの

方向性を示しています。 

後期計画期間（令和 11 年度～令和 16 年度）については、現時点で想定する概ねの方向性を

示していますが、市民ニーズの状況や社会経済情勢の変化、地方財政制度の動向等を勘案して、

適当な時期に改めてその方向性を検証する見込みです。 

各施設の個別施設計画とはできるだけ整合を図っているほか、まちづくりに関する各種計画

等とも必要な調整を図っていきます。 

 

この方向性は、公共施設マネジメントを進めるための決定事項ではなく、市民の方々との議

論を深めていくため、現時点での市の考え方をお示しするものです。 

個別の施設の検討に当たっては、市民の方々との対話を図り、ご理解をいただきながら実現

に取り組んでいきます。 

 

 

  

前期計画期間

平成27年度～令和4年度

縮減目標 △７％

中期計画期間

令和5～10年度

縮減目標 △１０％

後期計画期間

令和11～16年度

縮減目標 △１３％
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２．方向性の検討手順 

 

(1) 地区割の整理 

 

本市は、平成 17 年 2 月の 1市 4町の新設合併により誕生し、旧下関市においては本庁管内

の他、12 支所、旧豊浦郡 4町内においてはそれぞれ総合支所を設置し、行政サービスを実施し

ています。 

平成 26 年 9 月には「下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例」を制定し、人

と人のつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを推進してきました。また、こ

の条例に基づき、市民と行政が連携、協働しながら特色ある地域づくりを推進し、市民が主体

となって自主的に活動するまちづくり協議会の設立と、その活動を支援するため、平成 27 年 1

月に「下関市住民自治によるまちづくり推進計画（第１次）」を策定しました。（令和２年２月

に第２次計画を策定） 

現在は市内全 17 地区でまちづくり協議会が設立され、それぞれの地区で住民が主体となっ

たまちづくりの取組みが展開されています。 

 

公共施設は、市民への行政サー

ビスを提供する場であると同時に、

市民活動、市民参画、あるいは時

に賑わいを創出する場でもあるた

め、住民自治によるまちづくりの

推進基盤となる「まちづくり協議

会」の地区と同一の範囲で公共施

設のあり方を考えることにより、

より効率的・効果的に、安全・安

心な施設を引き継ぎ魅力ある「ま

ちづくり」が推進できるものと考

えています。 

「公共施設の適正配置に関する

方向性（中期）」では、前期に引き

続き、この地区割を基本の単位と

して、地区別適正配置の検討を進

めていくこととします。 
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(2) 利用圏域の整理 

 

公共施設は、それぞれの設置目的や実際の利用形態の違いにより、「施設が対象として想定する

エリア」が異なっています。 

「公共施設の適正配置に関する方向性（中期）」では、毎年度作成している公共施設カルテの区

分に準じ、広域施設、地区施設、その他施設の３分類で整理しています。 

 

広域施設 

（158 施設） 

全市域又は複数の地区を対象として設置され

た施設。 

（海響館、生涯学習プラザ、図書館など） 

 

地区施設 

（723 施設） 

原則として一の地区を対象として設置された

施設。 

（公民館、小学校、中学校など） 

 

その他施設 

（166 施設） 

市民の直接的な利用に供さない施設、特定の法

人等にのみ使用させる施設、廃止施設及び圏域

の設定が困難である施設。 

（農業集落排水施設、倉庫、廃止施設など）  

 

広域施設は、全市域又は複数の地区を対象として設置された施設であることから、市全域の状

況を見ながら配置を検討していきます。 

また、国・県が所管する施設や他市町が所管する施設との連携も念頭に、広域的視野での施設

活用を検討していきます。 

地区施設やその他施設と集約化・複合化を検討する場合においては、広域施設としての機能を

確保し、地区施設やその他施設と互いに機能を阻害しないように注意する必要があります。 

 

地区施設は、原則として一の地区を対象として設置された施設であるため、地区間のバランス

に配慮しながら、地区ごとに配置を検討していきます。施設が設置された経緯等がそれぞれ異な

ることから、地区の特性に配慮する必要がありますが、利用率や管理効率の低い施設は集約化・

複合化を積極的に検討し、効率的な維持管理に努めるとともに、利便性の向上と活性化を図って

いきます。 

なお、地区施設のうち小学校、中学校、幼稚園、保育園及びこども園については、規模や配置

の検討を行う上で、生徒・児童・就園児数等や通学区域等に関して特段の配慮を行う必要がある

ことから、独自の範囲で検討を行っている場合があります。 

 

その他施設については、施設の性格上画一的な取扱いは困難ですが、市民生活に影響を及ぼさ

ない範囲で、可能な限りの縮減に努めます。 
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(3) ５つの基本ルール 

 

検討に当たっては、下記のとおり「５つの基本ルール」を設定し、この考え方に沿って施設の

存廃、複合化や集約化、譲渡などの方向性を検討しました。 

 

ルール１ まちづくりの拠点を設定する 

本市は面積が広く、合併を繰り返した経緯があるため、地区や集落によって人口分布、産業

構造、交通網等が大きく異なっているほか、生活様式やコミュニティのあり方にそれぞれ特色

があります。 

 各地区に設置された公共施設はこうした特性に基づいて設置されてきた経緯があるため、地

区ごとにまちづくりの拠点となる施設を設定し、当該施設を核とした適正配置を検討します。 

  

ルール２ 可能な限り施設機能を維持する 

 施設の見直しを行うに当たっては、施設機能（サービス）の維持に重点を置き、単純に施設

を廃止することは極力避ける方針とします。特にコミュニティ維持に欠かせない集会施設等に

ついては、地域性や利用率を考慮の上、適正量を検討します。 

 面積の縮減を行う場合には、類似施設への機能移転や集約化・複合化によって利便性の向上

と活性化を図り、賑わいを創出していきます。 

 

ルール３ 防災拠点となる施設を確保する 

平常時の安全だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点から、地域の防災拠点

となる施設の確保に努めます。 

 防災拠点については、災害マップ等を確認の上、耐震性のみでなく、高潮等の被害想定や避

難所としての設定に着眼して検討を行います。 

 

ルール４ 築年数が 50 年を超える建物は原則として廃止する 

建築から 50 年を経過した建築物は、建築物の平均耐用年数を 60 年とした場合に、残年数が

10 年未満となります。こうした建築物を長寿命化、あるいは今後活用することは検討せず、危

険な建築物となることを防ぐため、建物は解体する方向で検討を行います。 

なお「建物」は廃止する方向で検討しますが、ルール２に従って、「施設機能」は維持に努

めます。 

 

ルール５ 積極的に民間に譲渡する 

利用者が特定の団体等に限定されている施設、収益性があり民間でも経営が可能な施設、民

間事業と競合する施設等については、民間活力の導入を前提に、新しい施設であっても譲渡（有

償又は無償）を検討します。 

また、廃校や廃園を転用する場合など、施設に余剰面積がある場合は、一部譲渡（区分所有）

を検討します。 
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(4) 利用用途別の着眼点 

 

［庁舎等施設］ 

◇ 庁舎及び総合支所については、「庁舎等施設の個別施設計画」（平成 29年 11 月）に基づいて

適切に維持管理を行っていきます。 

◇ 支所については、公民館等との複合施設が多いことから、複合施設の方向性と併せて、効率

的なあり方を検討していきます。 

 

［集会施設］ 

◇ 公民館などの比較的大規模な集会施設については、各地区ごとに１箇所以上の「拠点施設」

を想定し、地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけます。 

  老朽化が進んでいる施設に関しては、更新（改築）のみでなく、近隣のより状態のよい建物

への移転や集約化・複合化を検討します。 

◇ 老人憩の家や自治会集会所などの小規模な集会施設については、利用者数と施設規模の不一

致や利用の競合等が生じやすいため、利用効率が低下しがちです。また管理の効率が悪く財政

的に不利であるほか、指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者の事業継続

にも負担がかかる可能性があります。 

小規模な集会施設については、効率的な施設管理と活性化を図るため、比較的規模の大きい

集会施設へ機能を集約して、サービスを継続していくことを検討します。 

◇ 特定の地域団体等が使用している集会所については、施設を地域団体等に譲渡し、引き続き

利用していただくことも検討します。 

 

［スポーツ施設］ 

◇ スポーツ施設については、誰もがいつでも気軽に安心してスポーツを楽しむことができる施

設・設備の充実を目指し、長期的な視点で改修・整備を図ります。 

各施設の方向性は、「スポーツ施設の個別施設計画」（令和 2年 6 月／令和 3年 3月改訂）と

整合を図っていますが、詳細な内容は、同計画において検討していきます。 

 

［学校教育施設］ 

◇ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水準

の維持・向上を図っていきます。 

  各施設の方向性は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第３期）」（令和 2年 11 月）

と整合を図っていますが、詳細な内容は、同計画において検討していきます。 

◇ 学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

◇ 小学校・中学校の統廃合が行われた場合は、危険な建築物となることを防ぎ資産を有効に活

用するため、建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

  一方で学校教育施設の建物は耐震補強が行われている場合が多く、地域でも長く親しまれて

きた建物でもあります。近隣に老朽化した集会施設等がある場合は、優先的に移転活用を検討

します。 

◇ 幼稚園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切な環境を目指

し、体制を整備していきます。 

各施設の方向性は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」（令和 2 年 3月）と

整合を図っていますが、詳細な内容は、同計画において検討していきます。  
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［児童福祉施設］ 

◇ 保育園及びこども園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切

な環境を目指し、体制を整備していきます。 

  各施設の方向性は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」（令和 2年 3月）と整

合を図っていますが、詳細な内容は、同計画において検討していきます。 

◇ 児童館については、適切に維持管理し長寿命化を図るとともに、今後ともソフト事業の充実

を図ります。また、新たなニーズがある場合においても、既存施設との複合化や既存施設の転

用等を前提に検討します。 

 

［文化施設］ 

◇ 図書館については、急速に進化した情報技術や社会環境の変化により、図書館を取り巻く環

境も、求められる役割も変わってきていることから、図書館ネットワークを効果的・効率的に

活用できる他施設との複合化を検討し、教育効果の向上と施設の有効活用を図っていきます。 

各施設の方向性は、「第２次下関市立図書館基本計画」の考え方を踏まえて検討していきま

す。 

◇ ミュージアム・博物館等は、専門性を持って調査研究や展示を行う施設であることから、集

約化・複合化になじまない施設も多いと考えられます。 

  また文化振興、観光交流を図る施設でもあるため、各施策の方向性を踏まえつつ適切に維持

管理し、長寿命化を図るとともに、利用促進を図ります。 

◇ 文化財保存施設は、本市の歴史を象徴する施設や文化振興を図る施設であり、各施策の方向

性を踏まえつつ適切に維持管理し、長寿命化を図るとともに、維持管理費用の低減に努めます。 

 

［保養観光施設］ 

◇ 保養観光施設の中は、民間事業者においても同種のサービスの提供が行われているものもあ

るため、行政としてサービスの提供を継続するべきかも含めて検討します。 

◇ 利用者が少ない施設、採算性が低い施設、民間と競合する施設等は、施設総量の適正化を図

るほか、民間譲渡やＰＰＰ等により積極的に民間活力を導入して、引き続き利活用を図ること

を検討します。 

 

［産業振興施設］ 

◇ 産業振興施設は、本市の産業振興を図る上で重要な役割を担っており、今後も適切に維持管

理を進めていくことを基本とします。 

◇ 利用者が少ない施設、採算性が低い施設、民間と競合する施設等は、施設総量の適正化を図

るほか、民間譲渡やＰＰＰ等により積極的に民間活力を導入して、引き続き利活用を図ること

を検討します。 

 

［医療保健福祉施設］ 

◇ 医療保健福祉施設については、老朽化した施設もあることから、今後、施設の必要性や利便

性を検証するとともに、更新に当たって複合化が難しい施設については、必要最小限の規模で

の更新を検討します。 

◇ 利用者が少ない施設、採算性が低い施設、民間と競合する施設等は、施設総量の適正化を図

るほか、民間譲渡やＰＰＰ等により積極的に民間活力を導入して、引き続き利活用を図ること

を検討します。 
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［消防施設］ 

◇ 消防本部及び消防署については、市民の生命と財産を守るために欠かせない地域防災拠点と

なる施設であることから、適切に維持管理し、長寿命化を図るとともに、予防保全による改修

等を計画的に実施します。 

◇ 消防機庫については、老朽化した施設が多く、また現在の基準と比較して狭隘である場合も

あることから、計画的な更新（改築）を図っていくとともに、地域の状況を踏まえながら統廃

合について検討します。 

 

［公園施設（便所）、公衆便所］ 

◇ 公園施設（便所）や公衆便所など生活に密着した施設については、築年数のほか施設の状態

や利用状況等を勘案した方向性を示していますが、具体的な取組みに当たっては、地域の方々

の声を踏まえながら対応していくこととしています。 

 

［市営住宅等施設］ 

◇ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努め

ます。 

各施設の方向性は、「下関市公営住宅等長寿命化計画」（平成 30 年 3 月）と整合を図ってい

ますが、詳細な内容は、同計画において検討していきます。 

 

［インフラ施設］ 

◇ インフラ施設は、統廃合することが困難な施設が多いため、適切に維持管理し、長寿命化を

図ります。また、予防保全の実施により維持管理費用の軽減を図ります。 

 

［廃止施設］ 

◇ 廃止施設は、危険建物となることを防ぎ資産を有効に活用するため、建物は解体するか、土

地と一体的に譲渡すること等を検討します。 
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(5) 各地区ごとの構成 

 

［概要］ 

・各地区の地理的環境や公共施設の状況等について、簡単に紹介しています。 

 

［課題と方向性］ 

・各地区にある施設に応じて、課題と方向性検討の概要を示しています。 

 

［主な公共施設の位置］ 

・主に、中期計画期間（令和 5年度～令和 10 年度）で検討対象とする公共施設の位置を示して

います。 

・略称で表示している場合があります。 

・縮尺は地区ごとに異なっています。 

・記号の色は概ね以下のとおり使い分けています。 

（赤） 集会施設及び庁舎・消防署 

（黄） 学校、幼稚園、保育園、こども園 

（青） 上記以外で中期計画期間に検討を行う方向性の施設 

（緑） その他の代表的な施設 

 

［各施設の検討方針］ 

・中期計画期間（令和 5年度～令和 10 年度）で検討対象とする主な施設について、具体的な検

討の方向性を記載しています。 

 

［施設一覧表］ 

・当該地区の全施設の一覧表です。 

・「建物」ではなく「施設機能（サービス）」に着眼し、一の機能ごとに別レコードとしていま

す。したがって、同じ建物であっても施設の用途が変わる場合等は、別のレコードとして整

理しています。 

・「施設名称」について、本庁管内の支所及び総合支所については「下関市役所」を省略して表

記しています。また、「下関市立」「下関市営」「下関市」で始まる名称については、施設の

特定に支障のない範囲で省略しています。 

 ・「築年数」は、令和 5年 3月 31 日を基準としています。 

・「築年数」に関し、複数の建物で構成される施設については、主たる建物（例：学校について

は校舎及び体育館）の築年数を表示しています。なお、寄附により取得した施設については

取得年から起算しています。 

 ・「施設延床面積」の「令和 3年度末」は、令和 3年度版公共施設カルテにおける現況面積を表

示しています。 

 ・「方向性」は、原則として施設機能（サービス）の方向性を表示していますが、説明のために

建物の処分や転用の方針をカッコ書きで示す場合があります。 

表記例は、次ページのとおりです。 
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 →   対象となる期間内は存続する方向で検討します。 

なお、中期計画期間中に移転、改築、一部解体等を行う場合は、カッコ

書きで付記します。 

例：→（移転）、→（改築）、→（一部解体）、→（移転／譲渡） 

 

 集約化   同一又は類似の利用用途（機能）を有する複数の施設を、一つの施設に

まとめる方向で検討します。 

集約化の結果廃止される建物等については、廃止後の建物の処理方針に

ついて、カッコ書きで付記します。 

学校教育施設における統合も、集約化に区分しています。  

※（例）小学校 2校を 1校にまとめる場合 

 

 複合化   利用用途（機能）が異なる複数の施設を、一つの施設にまとめる方向で

検討します。 

複合化の結果廃止される建物等については、廃止後の建物の処理方針に

ついて、カッコ書きで付記します。 

※（例）公民館と保健センターを一つの建物にまとめる場合 

 

 譲 渡   譲渡（有償又は無償）を行う方向で検討します。 

 

 廃 止   公共施設としての用途を廃止する方向で検討します。 

廃止後の建物の処理方針について、カッコ書きで付記します。 

 

 新 規   新規設置等され、新たに管理対象となる施設です。 

なお、建物の性質（取得方法）をカッコ書きで付記します。 
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３．中東地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

中東地区は、本庁所管区域のうち関門海峡側に当たり、概ね日新中学校区及び名陵中学校区

を範囲としています。地区内には、火の山、関門海峡、しものせき水族館（海響館）などの観

光地のほか、下関インターチェンジがあります。 

  公共施設は、下関市役所（本庁舎）、生涯学習プラザ、地方卸売市場唐戸市場等の、広域で捉

えるべき施設が多いことが特徴です。 

  なお、山口市に所在する県市長会事務室は、庁舎的性格の施設であることから、下関市役所

（本庁舎）がある中東地区に区分しています。 

 

人口と世帯数 22,014 人 12,216 世帯 

面    積  7.77k ㎡ 

中 学 校 区 日新中学校、名陵中学校 

施設数と延床面積  104 施設 300,781.51 ㎡（下関市全体の 19.79%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   66,447.81 ㎡（地区の 22.09%） 

庁舎等施設     38,767.35 ㎡（地区の 12.89%） 

学校教育施設    37,725.25 ㎡（地区の 12.54%） 

その他施設     30,660.24 ㎡（地区の 10.19%） 

産業振興施設    24,240.95 ㎡（地区の 8.06%） 

集会施設      24,232.69 ㎡（地区の 8.06%） 

文化施設      21,697.87 ㎡（地区の 7.21%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 中東地区の課題と方向性 

 

① 中東地区では、生涯学習プラザ及び勤労福祉会館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置

づけ、適正配置を検討していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、生涯学習プラザ、

勤労福祉会館、各小中学校などが指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設として下関市役所（本庁舎）、下関市消防局、中央消

防署があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 下関市都市計画マスタープランでは、様々な都市機能を集積させ市の中心的役割を担う地

区として、中心市街地（下関駅～唐戸）と新下関駅周辺が「都市拠点」に位置づけられてい

ます。 

中東地区の一部は中心市街地に該当するため、都市拠点の維持に配意しながら適正配置を

検討します。 
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④ 中東地区には、下関市役所（本庁舎）、中央図書館、生涯学習プラザ、しものせき水族館（海

響館）、地方卸売市場唐戸市場等の広域で捉えるべき施設が多く立地しているため、地区施

設の方向性検討に当たっては、これら広域施設の活用や広域施設との連携を考慮します。 

⑤ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

 具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討して

いきます。 

⑥ 幼稚園及び保育園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切

な環境を目指し、体制を整備していきます。 

 詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑦ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

 詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

 また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

⑧ 下関港国際ターミナルや上屋などの港湾施設については、「下関港港湾計画」に基づいて検

討を行うとともに、継続的に整合を図っていきます。また、具体的な実施に当たっては、利

用者である港湾事業者と調整を図りながら、適正配置の実現に取り組んでいきます。 

⑨ 廃校を始めとする未利用財産については、譲渡や貸付けの検討を行い、有効活用を図って

いきます。 

 

 

(3) 中東地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・下関市役所（本庁舎） 

下関市役所（本庁舎）は、庁舎整備事業により、西棟、東棟、立

体駐車場等を整備しました。今後は、下関市役所田中町庁舎・カラ

トピア４階など、本庁舎周辺に分散している執務室を集約する予定

です。  

第二別館は耐震性が確保されておらず、築 65 年となって老朽化が著しいため、機能を本庁

舎に移し、建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・青年の家 ≪借地≫ 

青年の家は、宿泊や野外体験ができる社会教育施設として活用さ

れていますが、建物は耐震性が確保されておらず、築 51 年となっ

て老朽化も進んでいます。 

また、施設周辺の環境も設置当初と変わってきていることから、  

青年の家のあるべき環境や今後の役割について検証し、移転の可能性について検討します。 

移転先はこれから検討することとなりますが、統廃合が予定されている学校の中でも立地

環境や建物の状態がよく、規模も適当な室津小学校（豊浦地区）を移転先の候補として提案

しています。 

  移転後は、現在の建物は解体して、借地は返還します。 

 

・後田ふれあいプラザ ≪借地≫ 

ふれあいプラザなどの小規模な集会施設については、効率的な施

設管理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を

集約して、サービスを継続していきます。 

後田ふれあいプラザについては、近隣の公共施設に機能を集約す  

ることや、利用団体等に譲渡して集会所として利用を継続すること等を検討します。 

 

・新総合体育館（仮称） ≪借地≫ 

本市の新たなスポーツ・レクリエーションを支える運動拠点とし

て、新総合体育館整備事業を行っており、令和 6年度にオープンす

る計画です。 

新総合体育館は、「市民の誰もが安心・安全にスポーツを楽しめ  

る体育館」として設置し、近隣のスポーツ施設などの機能を集約する予定です。 

整備及び管理運営については、民間の資金とノウハウを活用する PFI 手法を導入します。 

 

・下関市体育館 ≪借地≫ 

下関市体育館は、現在整備事業を行っている新総合体育館に機能

を移転します。 

現在の建物は、整備事業に併せて解体する予定です。 
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・下関市相撲場 ≪借地≫ 

下関市相撲場は、土俵の状態が悪く、使用を中止しています。 

今後、機能は他施設に移転し、現在の建物は新総合体育館整備事

業に併せて解体する予定です。 

 

 

・障害者スポーツセンター 

障害者スポーツセンターは、障害者のスポーツ及びレクリエーシ

ョン活動のための施設です。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 45 年となって老朽化も進

んでいるため、現在整備中の新総合体育館に機能を移転し、現在の  

建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・旧王江小学校 

王江小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」に基づいて名池小学校と統合され、新たに名陵小学校（学  

校位置は旧名池小学校）が設置されました。 

主な建物は耐震性が確保されておらず、築 85 年となって老朽化  

が著しいため、解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・第一幼稚園 

第一幼稚園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」

において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に私立こど

も園に移行する計画となっています。 

土地・建物は、移行に併せて運営法人等に譲渡する方向で検討し  

ます。 

 

・旧第二幼稚園 

第二幼稚園は、平成 25 年度末で閉園しました。 

 建物は耐震性が確保されておらず、築 63 年となって老朽化も著

しいため、解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討しま

す。  

 

・火の山展望台（仮称） 

 火の山展望台は、老朽化による建替えのため平成 29 年度に撤去しましたが、工事入札が二

度の不調に終わったことを踏まえ、火の山地区全体の施設整備について検討することとなり

ました。 

 令和 2 年度末には「火の山地区観光施設再編整備基本構想」をとりまとめ、これに沿って

今後旧火の山展望台に替わる施設及びその他の施設も整備する予定としています。 

  なお、整備に当たっては、屋内部分はコンパクトに抑え、屋外の展望デッキを主とした施

設を検討しています。 
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・身体障害者福祉センター 

身体障害者福祉センターは、障害者の福祉の増進を図るための施

設で、在宅の心身障害者に対するデイサービスや施設の貸出しを行

っています。 

近隣の社会福祉センターが、老朽化に伴って上田中町庁舎跡地に  

移転する予定（社会福祉協議会が建設事業を実施）であることから、これに併せて機能を社

会福祉センターに集約し、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討

します。 

 

・関山納骨堂 

関山納骨堂は、行旅死亡人等の無縁仏の遺骨安置所として使用さ

れています。建物は築 41 年となって今後の老朽化が想定されるた

め、機能を他の施設に移転し、現在の建物は解体する方向で検討し

ます。  
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(5) 施設一覧表（中東地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 下関市役所（本庁舎） 庁舎等施設 9 37,265.80 35,685.94 △ 1,579.86 →（一部解体） →

2 下関市役所田中町庁舎 庁舎等施設 23 437.24 437.24 0.00 → 集約化（解体）

3 カラトピア４階 庁舎等施設 36 1,064.31 1,064.31 0.00 → 集約化（譲渡）

4 下関市役所上田中町庁舎 廃止施設 53 3,054.03 （前期中に解体） 廃止済（解体済）

5 カラトピア５階 集会施設 36 1,387.93 1,387.93 0.00 → 集約化（譲渡）

6 生涯学習プラザ 集会施設 13 13,369.19 13,369.19 0.00 → →

7 勤労福祉会館 集会施設 41 4,810.41 4,810.41 0.00 → →

8 商工業振興センター 集会施設 36 1,841.05 1,841.05 0.00 → →

9 青年の家 集会施設 50 2,711.64 2,688.00 △ 23.64 複合化（解体） →

10 後田ふれあいプラザ 集会施設 21 112.47 0.00 △ 112.47 集約化（譲渡）

11 新総合体育館（仮称） スポーツ施設 11,907.75 11,907.75 新規（新築） →

12 下関市体育館 スポーツ施設 59 6,907.81 0.00 △ 6,907.81 複合化（解体）

13 下関陸上競技場 スポーツ施設 24 7,532.29 7,532.29 0.00 → →

14 下関庭球場（クラブハウス、スタンド上屋） スポーツ施設 30 1,180.87 1,101.87 △ 79.00 →（改築） →

15 下関市弓道場 スポーツ施設 41 770.59 770.59 0.00 → →

16 下関市アーチェリー場 スポーツ施設 32 37.41 37.41 0.00 → →

17 下関市相撲場 スポーツ施設 35 129.60 0.00 △ 129.60 複合化（解体）

18 障害者スポーツセンター スポーツ施設 45 1,923.00 0.00 △ 1,923.00 複合化（解体）

19 下関市武道館 スポーツ施設 51 791.81 791.81 0.00 → →

20 養治小学校 学校教育施設 67 5,490.23 5,490.23 0.00 → →

21 養治児童クラブ 児童福祉施設 67 68.01 68.01 0.00 → →

22 文関小学校 学校教育施設 72 7,766.00 7,766.00 0.00 → →

23 文関児童クラブ 児童福祉施設 72 198.22 198.22 0.00 → →

24 名陵小学校 学校教育施設 71 4,804.41 4,804.41 0.00 → →

25 名陵児童クラブ 児童福祉施設 71 168.00 168.00 0.00 → →

26 旧王江小学校 学校教育施設 85 4,478.13 0.00 △ 4,478.13 集約化済（譲渡）

27 旧王江児童クラブ 児童福祉施設 85 67.61 （前期中に転用） 集約化済（転用済）

28 日新中学校 学校教育施設 62 7,968.54 7,968.54 0.00 → →

29 名陵中学校 学校教育施設 66 6,308.51 6,308.51 0.00 → →

30 第一幼稚園 学校教育施設 62 909.43 0.00 △ 909.43 譲渡

31 旧第二幼稚園 廃止施設 63 697.80 0.00 △ 697.80 廃止済（譲渡）

32 幸町保育園 児童福祉施設 48 510.07 510.07 0.00 → →

33 名池保育園 児童福祉施設 52 592.48 592.48 0.00 → →

34 ひかり童夢 児童福祉施設 22 288.50 288.50 0.00 → →

35 中央図書館 文化施設 13 5,039.79 5,039.79 0.00 → →

36 近代先人顕彰館 文化施設 99 836.43 836.43 0.00 → →

37 しものせき水族館（海響館） 文化施設 22 14,390.10 14,490.10 100.00 →（増築） →

38 日清講和記念館 文化施設 86 190.66 190.66 0.00 → →

39 旧秋田商会ビル 文化施設 107 830.00 830.00 0.00 → →

40 旧下関英国領事館 文化施設 68 410.89 410.89 0.00 → →

41 国民宿舎海峡ビューしものせき 保養観光施設 21 5,919.50 5,919.50 0.00 → 譲渡

42 満珠荘 保養観光施設 11 1,831.94 1,831.94 0.00 → 譲渡

43 火の山ユースホステル 保養観光施設 7 999.99 999.99 0.00 → 譲渡

44 火の山ロープウェイ 保養観光施設 65 1,294.80 1,294.80 0.00 →（改築） →

45 火の山展望台（仮称） 保養観光施設 未定 新規（再編） →

46 地方卸売市場唐戸市場 産業振興施設 22 24,156.95 24,156.95 0.00 → →

47 創業支援施設 産業振興施設 36 84.00 84.00 0.00 → →

48 身体障害者福祉センター 医療保健福祉施設 41 634.48 0.00 △ 634.48 集約化（解体）

49 下関市消防局・中央消防署合同庁舎 消防施設 9 5,847.01 5,847.01 0.00 → →

50 消防職員待機寮 消防施設 41 354.73 354.73 0.00 → →

51 火の山公園便所 公園施設 65 199.71 199.71 0.00 → →

52 下関運動公園便所（めがね公園） 公園施設 41 9.43 （前期中に解体） 廃止（解体）

施設延床面積 方向性
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築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

53 火の山公園揚水施設 公園施設 47 25.88 25.88 0.00 → →

54 日和山公園便所 公園施設 42 17.15 17.15 0.00 → →

55 常盤公園便所 公園施設 38 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

56 一里山公園便所 公園施設 38 6.87 6.87 0.00 → →

57 奥小路公園便所 公園施設 36 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

58 田中公園便所 公園施設 34 7.04 7.04 0.00 → →

59 白雲台緑地便所 公園施設 31 7.04 7.04 0.00 → →

60 藤ケ谷公園便所 公園施設 30 7.04 7.04 0.00 → →

61 海峡ゆめ広場 公園施設 33 417.16 417.16 0.00 → →

62 火の山公園ロープウェイ下駅前便所 公園施設 11 26.86 26.86 0.00 → →

63 火の山公園ピクニック広場便所 公園施設 10 29.20 29.20 0.00 → →

64 火の山公園霊鷲山山頂広場便所 公園施設 10 29.20 29.20 0.00 → →

65 下関運動公園便所 公園施設 35 14.08 0.00 △ 14.08 廃止済（解体）

66 幸町公衆便所 その他施設 30 17.98 17.98 0.00 → →

67 唐戸公衆便所 その他施設 7 57.52 57.52 0.00 → →

68 亀山公衆便所 その他施設 59 6.52 6.52 0.00 → 廃止（解体）

69 細江町公衆便所 その他施設 25 16.00 16.00 0.00 → →

70 貴船公衆便所 その他施設 42 4.90 4.90 0.00 → 廃止（解体）

71 赤間休憩施設 その他施設 26 56.03 56.03 0.00 → →

72 向洋町倉庫 その他施設 66 1,162.66 0.00 △ 1,162.66 廃止（解体）

73 椋野町倉庫 その他施設 16 242.06 242.06 0.00 → 廃止（解体）

74 火の山パ－クウェイ管理事務所 その他施設 50 28.88 0.00 △ 28.88 廃止済（解体）

75 細江町駐車場 その他施設 28 12,474.03 12,474.03 0.00 → →

76 赤間町駐車場 その他施設 29 6,180.04 6,180.04 0.00 → →

77 火の山公園駐車場 その他施設 23 6,442.06 6,442.06 0.00 → →

78 関山納骨堂 その他施設 41 57.24 0.00 △ 57.24 廃止（解体）

79 関山墓地便所 その他施設 49 5.29 5.29 0.00 → 廃止（解体）

80 大谷斎場 その他施設 32 3,264.72 3,264.72 0.00 → →

81 第一ビル その他施設 74 633.00 0.00 △ 633.00 譲渡

82 園田住宅 市営住宅等施設 73 3,054.39 3,054.39 0.00 → →

83 赤間住宅 市営住宅等施設 41 2,032.67 2,032.67 0.00 → →

84 宮田アパ－ト 市営住宅等施設 72 2,700.75 0.00 △ 2,700.75 廃止（解体）

85 清和園住宅 市営住宅等施設 74 2,567.14 0.00 △ 2,567.14 廃止（解体）

86 貴船住宅 市営住宅等施設 56 2,230.50 2,230.50 0.00 → 廃止（解体）

87 山の口住宅 市営住宅等施設 72 1,377.60 1,377.60 0.00 → 廃止（解体）

88 菁莪(1)住宅 市営住宅等施設 59 2,634.91 2,634.91 0.00 → 廃止（解体）

89 上田中住宅 市営住宅等施設 25 1,819.24 1,819.24 0.00 → →

90 白雲台住宅 市営住宅等施設 41 35,018.21 36,309.26 1,291.05 → →

91 細江住宅 市営住宅等施設 38 6,607.12 6,607.12 0.00 → →

92 日和山住宅 市営住宅等施設 44 3,471.80 3,471.80 0.00 → →

93 白雲台改良住宅 市営住宅等施設 50 2,933.48 1,435.99 △ 1,497.49 →（一部解体） 廃止（解体）

94 細江第１号上屋 インフラ施設 29 1,356.84 1,356.84 0.00 → →

95 細江第２号上屋 インフラ施設 48 1,966.93 1,966.93 0.00 → →

96 細江第３号Ａ上屋 インフラ施設 48 1,960.00 1,960.00 0.00 → →

97 細江第３号Ｂ上屋 インフラ施設 45 2,175.32 2,175.32 0.00 → →

98 岬之町第１号上屋 インフラ施設 43 3,066.57 3,066.57 0.00 → 廃止（解体）

99 岬之町第２号上屋 インフラ施設 32 1,802.00 1,802.00 0.00 → 廃止（解体）

100 岬之町第３号上屋 インフラ施設 29 1,951.73 1,951.73 0.00 → 廃止（解体）

101 岬之町ふ頭緑地便所 インフラ施設 31 13.13 13.13 0.00 → →

102 あるかぽーと親水緑地 インフラ施設 16 49.15 49.15 0.00 → →

103 あるかぽーと地区緑地（東港）便所 インフラ施設 9 22.92 22.92 0.00 → →

104 火の山ロ－プウェイ山ろくポンプ所 インフラ施設 65 17.65 17.65 0.00 → →

105 火の山ロ－プウェイ中継ポンプ所 インフラ施設 65 16.16 16.16 0.00 → →

106 県市⾧会事務室 その他施設 45 11.31 11.31 0.00 → →

300,781.51 284,812.78 △ 12,837.66

施設延床面積 方向性

地 区 計
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４．西部地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

西部地区は、本庁所管区域のうち響灘側の南西部に当たり、概ね文洋中学校区を範囲として

います。地区内にはＪＲ下関駅のほか、百貨店などの大型商業施設もあります。17 地区中では

3番目に人口密度が高い地区です。 

公共施設は、多数の港湾施設（下関港国際ターミナルや上屋など）が存在するため、インフ

ラ施設の比率が高くなっています。 

 

人口と世帯数 10,909 人 6,961 世帯 

面    積  3.25k ㎡ 

中 学 校 区 文洋中学校 

施設数と延床面積 59 施設 161,522.41 ㎡（下関市全体の 10.63%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   75,665.44 ㎡（地区の 46.85%） 

インフラ施設    35,839.84 ㎡（地区の 22.19%） 

学校教育施設    19,845.59 ㎡（地区の 12.29%）      

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 西部地区の課題と方向性 

 

① 西部地区では、西部公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討

していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、下関市民会館、西

部公民館、各小中学校などが指定されています。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 下関市都市計画マスタープランでは、様々な都市機能を集積させ市の中心的役割を担う地

区として、中心市街地（下関駅～唐戸）と新下関駅周辺が「都市拠点」に位置づけられてい

ます。 

西部地区の一部は中心市街地に該当するため、都市拠点の維持に配意しながら適正配置を

検討します。 

④ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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⑥ 下関港国際ターミナルや上屋などの港湾施設については、「下関港港湾計画」に基づいて検

討を行うとともに、継続的に整合を図っていきます。また、具体的な実施に当たっては、利

用者である港湾事業者と調整を図りながら、適正配置の実現に取り組んでいきます。 

⑦ 廃校を始めとする未利用財産については、譲渡や貸付けの検討を行い、有効活用を図って

いきます。 

 

 

(3) 西部地区の主な公共施設の位置 

 

 

  



21 

 

(4) 各施設の検討方針 

 

・旧共栄寮 普通財産 ≪借地≫ 

旧共栄寮は福祉施設として設置されていたものですが、用途廃止

後、普通財産として社団法人に貸付けを行っています。 

 建物は耐震性が確保されておらず、築 65 年となって老朽化も著

しいため、相手方と協議の上で貸付けを終了し、解体して、借地を  

返還する方向で検討します。 

 

・西部老人憩の家（茶山住宅地下部分） 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

西部老人憩の家については、西部公民館や生涯学習プラザ等の集  

会施設に機能を集約し、現在の建物部分は市営住宅の一部として管理していくこと等を検討

します。 

 

・関西小学校 

関西小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更

計画（第３期）」において、第３期計画期間（令和 2 年度～令和 6

年度）に、桜山小学校、向山小学校、文洋中学校及び向洋中学校と

統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は旧神田小学校）  

となっています。 

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・桜山小学校 

桜山小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更

計画（第３期）」において、第３期計画期間（令和 2 年度～令和 6

年度）に、関西小学校、向山小学校、文洋中学校及び向洋中学校と

統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は旧神田小学校）  

となっています。 

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・文洋中学校 ≪一部借地≫ 

文洋中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更

計画（第３期）」において、第３期計画期間（令和 2 年度～令和 6

年度）に、関西小学校、桜山小学校、向山小学校及び向洋中学校と

統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は旧神田小学校）

となっています。 

 

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 
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・新小中一貫教育校（仮称） 

「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更計画（第３期）」では、第３期計画期間（令

和 2 年度～令和 6 年度）に、関西小学校、桜山小学校、向山小学校、文洋中学校及び向洋中

学校を統合し、小中一貫教育を導入する計画となっています。 

学校位置は旧神田小学校です。 

 

・旧神田小学校 

神田小学校は、平成 28 年度末で閉校した後、倉庫として一時的

に利用しています。主な建物の大半は耐震性が確保されておらず、

築 43～68 年となって老朽化が著しい状態です。  

敷地は、新たな小中一貫教育校の用地として活用する予定です。  

 

・旧第三幼稚園 普通財産 

第三幼稚園は平成 27 年度末で閉園し、現在は普通財産として社

会福祉法人に貸付けを行っています。 

公益的な目的で利用されていることから、利用法人に対して、土

地と一体的に譲渡する方向で検討します。  

 

・旧桜山幼稚園 

桜山幼稚園は、平成 25 年度末で閉園しました。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 48 年となって老朽化が進

んでいるため、解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討

します。  

 

・旧中央消防署伊崎出張所 

中央消防署伊崎出張所は、令和元年 10 月の組織改正により廃止

され、事務は中央消防署が引き継ぎました。 

建物は耐震性がありますが、築 43 年となって老朽化が進んでい

るため、解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。  
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(5) 施設一覧表（西部地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 サテライトオフィス下関駅前 庁舎等施設 9 77.13 77.13 0.00 → →

2 旧共栄寮 庁舎等施設 65 605.70 0.00 △ 605.70 廃止（解体）

3 下関市民会館 集会施設 45 11,322.23 11,322.23 0.00 → →

4 しものせき市民活動センター 集会施設 16 1,005.15 1,005.15 0.00 → 複合化（譲渡）

5 西部公民館 集会施設 43 1,747.00 1,747.00 0.00 → →

6 西部老人憩の家（茶山住宅地下部分） 集会施設 38 118.40 0.00 △ 118.40 集約化（転用）

7 関西小学校 学校教育施設 51 5,992.53 0.00 △ 5,992.53 集約化（譲渡）

8 関西児童クラブ 児童福祉施設 51 87.97 0.00 △ 87.97 集約化（転用）

9 桜山小学校 学校教育施設 57 5,835.14 0.00 △ 5,835.14 集約化（譲渡）

10 桜山児童クラブ 児童福祉施設 57 64.80 0.00 △ 64.80 集約化（転用）

11 新児童クラブ（仮称） 児童福祉施設 未定 集約化（新築） →

12 文洋中学校 学校教育施設 64 8,017.92 0.00 △ 8,017.92 集約化（譲渡）

13 旧神田小学校 廃止施設 67 6,195.32 0.00 △ 6,195.32 集約化済（転用）

14 新小中一貫教育校（仮称） 学校教育施設 23,000.00 23,000.00 集約化（転用） →

15 旧第三幼稚園 その他施設 48 1,148.96 0.00 △ 1,148.96 廃止済（譲渡）

16 旧桜山幼稚園 廃止施設 48 706.79 0.00 △ 706.79 廃止済（解体）

17 ふくふくこども館 児童福祉施設 9 2,411.53 2,411.53 0.00 → →

18 旧中央消防署伊崎出張所 消防施設 43 460.00 0.00 △ 460.00 廃止済（譲渡）

19 総合防災資材倉庫 消防施設 43 195.00 195.00 0.00 → →

20 茶山公園便所 公園施設 36 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

21 桜山近隣公園便所 公園施設 29 13.13 13.13 0.00 → →

22 桜山近隣公園多目的便所 公園施設 10 5.34 5.34 0.00 → →

23 下関駅公衆トイレ その他施設 10 38.97 38.97 0.00 → →

24 竹崎町公衆便所 その他施設 31 18.68 18.68 0.00 → →

25 関西町公衆便所 その他施設 28 24.64 24.64 0.00 → →

26 新竹崎町公衆便所 その他施設 45 18.88 0.00 △ 18.88 廃止（解体）

27 ⾧門町駐車場 その他施設 51 3,341.27 3,341.27 0.00 → →

28 下関駅北自転車駐車場管理人室 その他施設 8 3.24 3.24 0.00 → →

29 上新地住宅 市営住宅等施設 44 3,216.16 3,216.16 0.00 → →

30 新地住宅 市営住宅等施設 36 12,316.98 12,316.98 0.00 → →

31 茶山住宅 市営住宅等施設 38 10,108.72 10,227.12 118.40 → →

32 竹崎住宅 市営住宅等施設 62 2,328.29 2,328.29 0.00 → 廃止（解体）

33 竹崎改良住宅 市営住宅等施設 59 23,312.36 18,728.99 △ 4,583.37 →（一部解体） →（一部解体）

34 竹崎改良(11)住宅 市営住宅等施設 59 3,226.98 3,226.98 0.00 → →

35 竹崎改良(15)住宅 市営住宅等施設 59 418.00 418.00 0.00 → →

36 ⾧門改良住宅 市営住宅等施設 51 7,930.37 7,930.37 0.00 → →

37 上条改良住宅 市営住宅等施設 56 1,434.75 1,434.75 0.00 → →

38 西富改良住宅 市営住宅等施設 49 2,682.07 2,682.07 0.00 → →

39 東大和改良住宅 市営住宅等施設 52 8,690.76 8,690.76 0.00 → →

40 東大和町ＡＢ棟貸付店舗 インフラ施設 51 1,473.65 1,473.65 0.00 → →

41 東大和町Ｃ棟貸付店舗 インフラ施設 50 312.49 312.49 0.00 → →

42 下関港国際ターミナル インフラ施設 34 9,582.86 9,582.86 0.00 → →

43 下関港国際ターミナル車両置場管理室 インフラ施設 34 9.29 9.29 0.00 → →

44 本港地区くん蒸上屋 インフラ施設 21 651.20 651.20 0.00 → →

45 第１突堤第４号上屋 インフラ施設 63 5,061.70 5,061.70 0.00 → →

46 第１突堤第５号上屋 インフラ施設 40 6.77 6.77 0.00 → →

47 第１突堤第６号上屋 インフラ施設 28 1,657.37 1,657.37 0.00 → →

48 第１突堤第７号上屋 インフラ施設 53 1,485.00 1,485.00 0.00 → →

49 第１突堤第８号上屋 インフラ施設 32 1,911.00 1,911.00 0.00 → →

50 第２突堤第１号上屋 インフラ施設 58 2,000.00 2,000.00 0.00 → 廃止（解体）

施設延床面積 方向性
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築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

51 第２突堤第２号上屋 インフラ施設 60 3,678.30 3,678.30 0.00 → 廃止（解体）

52 第２突堤第３号上屋 インフラ施設 50 3,332.00 3,332.00 0.00 → 廃止（解体）

53 細江第４号上屋 インフラ施設 45 2,779.29 2,779.29 0.00 → →

54 港湾労務者用便所 インフラ施設 59 17.97 17.97 0.00 → →

55 港湾労務者休憩所及び倉庫 インフラ施設 43 78.00 0.00 △ 78.00 廃止（解体）

56 細江ふ頭緑地（便所） インフラ施設 15 41.37 41.37 0.00 → →

57 下関駅前広場等施設 インフラ施設 9 1,676.64 1,676.64 0.00 → →

58 人工地盤 インフラ施設 28 6.48 6.48 0.00 → →

59 下関駅前地下道発電機室 インフラ施設 30 18.70 18.70 0.00 → →

60 竹崎渡船場待合所 インフラ施設 11 59.76 59.76 0.00 → →

61 防災空地上建築物 廃止施設 112 554.54 0.00 △ 554.54 廃止済（解体）

161,522.41 150,172.49 △ 11,349.92

施設延床面積 方向性

地 区 計
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５．向洋地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

向洋地区は、本庁所管区域のうち響灘側の中央部に当たり、概ね向洋中学校区を範囲として

います。17 地区中では 2番目に人口密度が高い地区です。 

  公共施設は、庁舎等施設及び文化施設等がなく、市営住宅等施設と学校教育施設が大半を占

めています。 

 

人口と世帯数 9,112 人 5,127 世帯 

面    積  1.92k ㎡ 

中 学 校 区 向洋中学校 

施設数と延床面積 21 施設 77,725.08 ㎡（下関市全体の 5.11%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   37,618.34 ㎡（地区の 48.40%） 

学校教育施設    36,992.25 ㎡（地区の 47.59%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 向洋地区の課題と方向性 

 

① 向洋地区では、下関市民センターを地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置

を検討していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、下関市民センター、

下関商業高等学校、各小中学校などが指定されています。 

 これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 向洋地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・向山小学校 

向山小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更

計画（第３期）」において、第３期計画期間（令和 2 年度～令和 6

年度）に、関西小学校、桜山小学校、文洋中学校及び向洋中学校と

統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は旧神田小学校）  

となっています。 

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・向洋中学校 ≪一部借地≫ 

向洋中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画変更

計画（第３期）」において、第３期計画期間（令和 2 年度～令和 6

年度）に、関西小学校、桜山小学校、向山小学校及び文洋中学校と

統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は旧神田小学校）  

となっています。 

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・公園管理事務所作業員詰所 

公園管理事務所作業員詰所は、公園管理業務の作業員詰所として

使用していましたが、現在は所期の目的を終え、主に公園管理委託

業務の打ち合せ場所として使用しています。 

建物は築 41 年となって老朽化が進んでいるため、公園管理事務  

所に機能を集約し、現在の建物は解体する方向で検討します。 
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(5) 施設一覧表（向洋地区） 

 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 下関市民センタ－ 集会施設 29 2,398.85 2,398.85 0.00 → →

2 向山小学校 学校教育施設 51 9,556.35 0.00 △ 9,556.35 集約化（譲渡）

3 向山児童クラブ 児童福祉施設 51 126.00 0.00 △ 126.00 集約化（転用）

4 向洋中学校 学校教育施設 65 7,454.02 0.00 △ 7,454.02 集約化（譲渡）

5 下関商業高等学校 学校教育施設 56 19,981.88 19,981.88 0.00 → →

6 金比羅公園便所 公園施設 47 16.90 16.90 0.00 →（改築） →

7 後田公園便所 公園施設 43 3.20 3.20 0.00 → 廃止（解体）

8 大坪１号公園便所 公園施設 41 9.43 9.43 0.00 → 廃止（解体）

9 金比羅公園（原材料置場） 公園施設 47 111.14 0.00 △ 111.14 廃止（解体）

10 下関運動公園便所（タイヤ公園） 公園施設 26 20.44 20.44 0.00 → →

11 公園管理事務所 その他施設 42 315.00 315.00 0.00 → →

12 公園管理事務所作業員詰所 その他施設 41 58.50 0.00 △ 58.50 廃止（解体）

13 大坪公衆便所 その他施設 48 14.60 14.60 0.00 → →

14 東駅ポケットパーク その他施設 23 35.82 35.82 0.00 → →

15 向洋住宅 市営住宅等施設 31 1,195.69 1,195.69 0.00 → →

16 西の尾住宅 市営住宅等施設 68 6,504.29 6,504.29 0.00 → →

17 海老田住宅 市営住宅等施設 65 596.46 0.00 △ 596.46 廃止（解体）

18 春日改良住宅 市営住宅等施設 45 13,000.89 13,000.89 0.00 → →

19 東神田改良住宅 市営住宅等施設 38 2,438.53 2,438.53 0.00 → →

20 中央改良住宅 市営住宅等施設 43 13,882.48 13,882.48 0.00 → →

21 柏崎地下道ポンプ室 インフラ施設 24 4.61 4.61 0.00 → →

77,725.08 59,822.61 △ 17,902.47

施設延床面積 方向性

地 区 計
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６．山の田地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

山の田地区は、本庁所管区域のうち響灘側の北東部に当たり、概ね山の田中学校区を範囲と

しています。地区内にはＪＲ幡生駅があり、17 地区中では最も人口密度が高い地区です。 

  公共施設は、市営住宅等施設と学校教育施設が大半を占めています。 

 

人口と世帯数 18,071 人 9,380 世帯 

面    積  3.77k ㎡ 

中 学 校 区 山の田中学校 

施設数と延床面積 38 施設 60,604.19 ㎡（下関市全体の 3.99%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   27,214.35 ㎡（地区の 44.91%） 

学校教育施設    23,300.89 ㎡（地区の 38.45%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 山の田地区の課題と方向性 

 

① 山の田地区では、北部公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検

討していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、北部公民館、各小

中学校、下関市立大学などが指定されています。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 保育園及びこども園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適

切な環境を目指し、体制を整備していきます。 

   詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 山の田地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・北部老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

北部老人憩の家については、北部公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は解体するか、利用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 

 

・大学町住宅団地集会所 普通財産 

大学町住宅団地集会所は、市営住宅の共同施設として設置した集

会所です。公益的な利用形態であることから、地域と協議の上、利

用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。 

 

 

・幡生保育園 

  幡生保育園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」

において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に私立こど

も園に移行する計画となっています。 

土地・建物は、移行に併せて運営法人等に譲渡する方向で検討し  

ます。 

 

・倉庫（スカウトの家） 普通財産 

倉庫（スカウトの家）については、下関市が民間から土地の寄贈

を受け、ボーイスカウトのための施設を設置するために貸付けを行

っていましたが、現在は施設が解体され、地下式収納倉庫のみが残

存しています。  

スカウト活動に関わる備品の管理・保管等に使用していますが、土地の大部分が未利用状

態となっているため、利用団体等に譲渡する等、利活用を検討します。 
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(5) 施設一覧表（山の田地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 サテライトオフィス山の田 庁舎等施設 48 8.62 30.98 22.36 → →

2 北部公民館 集会施設 48 2,087.59 2,065.23 △ 22.36 → →

3 北部老人憩の家 集会施設 35 492.89 0.00 △ 492.89 集約化（解体）

4 大学町住宅団地集会所 集会施設 48 89.40 0.00 △ 89.40 譲渡

5 教育センター 学校教育施設 7 2,916.13 2,916.13 0.00 → →

6 生野小学校 学校教育施設 65 5,521.96 5,521.96 0.00 → →

7 生野児童クラブ 児童福祉施設 65 90.00 90.00 0.00 → →

8 山の田小学校 学校教育施設 56 6,809.07 6,809.07 0.00 → →

9 山の田児童クラブ 児童福祉施設 56 133.56 133.56 0.00 → →

10 山の田中学校 学校教育施設 54 8,053.73 8,053.73 0.00 → →

11 中央こども園 児童福祉施設 5 2,085.41 2,085.41 0.00 → →

12 幡生保育園 児童福祉施設 41 775.25 0.00 △ 775.25 譲渡

13 夜間急病診療所 医療保健福祉施設 1 306.92 306.92 0.00 → →

14 こども発達センター 医療保健福祉施設 28 1,264.71 1,264.71 0.00 → →

15 衛生検査センター 医療保健福祉施設 9 1,276.05 1,276.05 0.00 → →

16 戦場ヶ原公園便所 公園施設 42 32.18 32.18 0.00 → →

17 権現山公園便所 公園施設 51 31.50 31.50 0.00 → 廃止（解体）

18 三河公園便所 公園施設 43 4.90 4.90 0.00 → 廃止（解体）

19 生野にこにこ公園便所 公園施設 41 9.43 9.43 0.00 → 廃止（解体）

20 武久永命寺公園便所 公園施設 41 9.43 9.43 0.00 → 廃止（解体）

21 生野公園便所 公園施設 40 9.43 9.43 0.00 → 廃止（解体）

22 山の田３号公園便所 公園施設 40 9.84 9.84 0.00 → →

23 宝町公園便所 公園施設 39 10.35 10.35 0.00 → 廃止（解体）

24 幡生２号公園便所 公園施設 37 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

25 戦場ケ原公園便所 公園施設 13 27.87 27.87 0.00 → →

26 山の田５号公園便所 公園施設 35 7.04 7.04 0.00 → →

27 戦場ヶ原公園 公園施設 37 34.20 34.20 0.00 → →

28 山の田６号公園便所 公園施設 31 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

29 幡生宮の下近隣公園便所 公園施設 30 18.47 18.47 0.00 → →

30 山の田１号公衆便所 その他施設 42 8.97 8.97 0.00 → →

31 生野公衆便所 その他施設 30 13.64 13.64 0.00 → →

32 倉庫（スカウトの家） その他施設 39 18.00 0.00 △ 18.00 譲渡

33 宝住宅 市営住宅等施設 36 10,688.71 10,688.71 0.00 → →

34 宝改良住宅 市営住宅等施設 40 2,689.11 2,689.11 0.00 → →

35 大学町住宅 市営住宅等施設 31 13,836.53 13,836.53 0.00 → →

36 宝蔵寺住宅 廃止施設 63 623.88 （前期中に解体） 廃止済（解体済）

37 幡生地下道発電機室 インフラ施設 27 12.39 12.39 0.00 → →

38 旧医師公舎 廃止施設 52 583.12 0.00 △ 583.12 廃止済（解体）

60,604.19 58,021.65 △ 1,958.66

施設延床面積 方向性

地 区 計
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７．彦島地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

彦島地区は、概ね彦島中学校区と玄洋中学校区の範囲に該当します。彦島全域のほか、離島

である六連島を含んでいます。 

  島の沿岸部を利用した市内でも有数の工業地帯であるとともに、“ふく”で有名な南風泊市場

を中心に水産業も盛んです。 

  公共施設は、学校教育施設が過半を占めています。 

 

人口と世帯数 23,992 人 12,337 世帯 

面    積  11.26k ㎡ 

中 学 校 区 彦島中学校、玄洋中学校 

施設数と延床面積 83 施設 91,249.30 ㎡（下関市全体の 6.00%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    48,166.87 ㎡（地区の 52.79%） 

市営住宅等施設   17,817.96 ㎡（地区の 19.53%） 

集会施設       9,207.38 ㎡（地区の 10.09%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 彦島地区の課題と方向性 

 

① 彦島地区では、彦島公民館及び玄洋公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、

適正配置を検討していきます。 

 なお、玄洋公民館は耐震性が確保されておらず、老朽化が進んでいるため、近隣の西山小

学校が統合された場合は、当該建物を利用して機能を維持していくことを検討します。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、彦島公民館、玄洋

公民館、彦島体育館、各小中学校などが指定されています。六連島においては、六連島船員

宿舎が指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設として彦島支所、西消防署があります。 

 これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 保育園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切な環境を目

指し、体制を整備していきます。 

   詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 
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 詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

 また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

⑥ 廃校を始めとする未利用財産については、譲渡や貸付けの検討を行い、有効活用を図って

いきます。 

 

 

(3) 彦島地区の主な公共施設の位置 

 

 

 

 

 

  



35 

 

(4) 各施設の検討方針 

 

・玄洋公民館 

玄洋公民館は旧中学校を転用した施設であり、余剰面積が広く存

在しています。また、建物は耐震性が確保されておらず、築 69 年

となって老朽化が著しい状態です。 

近隣の西山小学校が、本村小学校及び玄洋中学校と統合して小中  

一貫教育導入を検討する計画であることから、閉校後の西山小学校に機能移転するとともに、

近隣にある勤労青少年ホームや老人憩の家等の機能と複合化することを検討します。 

移転後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・勤労青少年ホーム（ユーパル下関） ≪借地≫ 

勤労青少年ホームは、勤労青少年（35 歳未満の勤労者）の福祉

の増進と健全な育成を図るために設置された施設で、教室・講座や

集会などで利用されています。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 50 年となって老朽化も進  

んでいるため、玄洋公民館（西山小学校の統合後に移転を検討）等に機能を集約し、現在の

建物は解体して、借地を返還する方向で検討します。 

 

・彦島ふれあいプラザ 

ふれあいプラザなどの小規模な集会施設については、効率的な施

設管理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を

集約して、サービスを継続していきます。 

彦島ふれあいプラザについては、彦島公民館等に機能を集約し、  

現在の建物は土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、利用団体等に譲渡して

集会所として利用を継続すること等を検討します。 

 

・彦島宮の原老人憩の家 ≪借地≫ 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

彦島宮の原老人憩の家については、玄洋公民館（西山小学校の統  

合後に移転を検討）等に機能を集約し、現在の建物は解体するか、利用団体等に譲渡して集

会所として利用を継続すること等を検討します。 

 

・旧桜山小学校六連分校 ≪借地≫ 

桜山小学校六連分校は昭和 49 年に閉校し、以降は集会所として

利用してきましたが、現在は低利用状態となっています。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 60 年となって老朽化が著

しいため、機能を他の施設に移転し、現在の建物は解体して、借地  

を返還する方向で検討します。 
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・彦島武道館 ≪上下水道事業用地≫ 

彦島武道館は、柔道場、剣道場、多目的フロアを備えたスポーツ

施設ですが、建物は耐震性が確保されておらず、築 48 年となって

老朽化が進んでいます。 

体育館機能は新総合体育館に移転し、武道館機能は、西山小学校  

が本村小学校及び玄洋中学校と統合して小中一貫教育導入を検討する計画であることから、

閉校後の西山小学校に移転することを検討します。 

現在の建物は解体して、借地（上下水道事業用他）を返還する方向で検討します。 

 

・本村小学校 

本村小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

西山小学校及び玄洋中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は玄洋中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

  統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・西山小学校 

西山小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

本村小学校及び玄洋中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は玄洋中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

  統合後は、近隣にある玄洋公民館、勤労青少年ホーム、彦島武道館、老人憩の家等の機能

を移転し、複合施設として活用していく方向で検討します。 

 

・玄洋中学校 

玄洋中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

本村小学校及び西山小学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は玄洋中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

 

・彦島第一保育園 

彦島第一保育園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期

計画）」において、第２期計画期間（令和 2 年度～令和 6 年度）に

閉園する計画となっています。 

閉園後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡するこ  

と等を検討します。 
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・旧江浦幼稚園 

江浦幼稚園は令和元年度末で閉園し、現在は普通財産として社会

福祉法人に貸付けを行っています。 

当面は福祉施設の用に供することで財産の有効活用を図るとと

もに、貸付け終了後は土地と一体的に譲渡する方向で検討します。  

 

・旧西山幼稚園 普通財産 

西山幼稚園は、平成 27 年度末で閉園し、現在は備品倉庫として

利用しています。 

隣接の西山小学校に統合計画があることから、統合時期に合わせ

て機能を他の施設に移転し、現在の建物は解体するか、土地と一  

体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・地方卸売市場南風泊市場 

地方卸売市場南風泊市場は、国指定の「特定漁港漁場整備事業計

画（下関地区）」に基づき、高度衛生管理型荷さばき所の整備を行

っています。 

新卸売市場は令和 6年度の供用開始を目指しており、供用開始後  

は、現在の仮設荷さばき所を解体する予定です。 

 

・旧下関江の浦福祉作業所 普通財産 

下関江の浦福祉作業所は、心身障害者対策基本法に基づく福祉作

業所として設置された施設ですが、制度改正に伴って用途を廃止し

ました。現在は、普通財産として社会福祉法人に貸し付け、法人が

事業所として利用しています。  

建物の状態がよくないため、利用法人と協議の上で貸付けを終了し、解体するか、土地と

一体的に譲渡すること等を検討します。 
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(5) 施設一覧表（彦島地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 彦島支所 庁舎等施設 13 343.00 343.00 0.00 → →

2 彦島公民館 集会施設 13 3,347.04 3,347.04 0.00 → →

3 玄洋公民館 集会施設 69 4,217.10 619.39 △ 3,597.71 →（移転／譲渡） →

4 勤労青少年ホーム 集会施設 50 1,012.00 0.00 △ 1,012.00 複合化（解体）

5 彦島ふれあいプラザ 集会施設 43 261.99 0.00 △ 261.99 集約化（譲渡）

6 彦島宮の原老人憩の家 集会施設 28 170.51 0.00 △ 170.51 集約化（解体）

7 旧桜山小学校六連分校 集会施設 60 198.74 0.00 △ 198.74 廃止（解体）

8 彦島体育館 スポーツ施設 34 1,511.69 1,511.69 0.00 → →

9 彦島武道館 スポーツ施設 48 1,506.43 889.97 △ 616.46 複合化（解体） →

10 彦島庭球場（クラブハウス） スポーツ施設 32 99.90 99.90 0.00 → →

11 本村小学校 学校教育施設 69 5,612.93 0.00 △ 5,612.93 集約化（譲渡）

12 本村児童クラブ 児童福祉施設 69 65.88 0.00 △ 65.88 集約化（転用）

13 西山小学校 学校教育施設 65 5,965.54 0.00 △ 5,965.54 集約化（転用）

14 西山児童クラブ 児童福祉施設 38 115.39 63.00 △ 52.39 集約化 →

15 江浦小学校 学校教育施設 56 5,808.29 5,808.29 0.00 → →

16 江浦児童クラブ 児童福祉施設 56 130.91 130.91 0.00 → →

17 角倉小学校 学校教育施設 66 7,207.43 7,207.43 0.00 → →

18 角倉児童クラブ 児童福祉施設 66 71.19 71.19 0.00 → →

19 向井小学校 学校教育施設 42 5,968.37 5,968.37 0.00 → →

20 向井児童クラブ 児童福祉施設 42 126.00 126.00 0.00 → →

21 彦島中学校 学校教育施設 62 8,740.72 8,740.72 0.00 → →

22 玄洋中学校 学校教育施設 42 7,874.11 7,874.11 0.00 集約化 →

23 南部学校給食共同調理場 学校教育施設 51 989.48 0.00 △ 989.48 廃止（解体）

24 彦島第一保育園 児童福祉施設 50 701.63 0.00 △ 701.63 廃止（解体）

25 旧江浦幼稚園 その他施設 50 983.55 0.00 △ 983.55 廃止済（譲渡）

26 旧西山幼稚園 その他施設 41 533.97 0.00 △ 533.97 廃止（解体）

27 ひこまる 児童福祉施設 14 329.25 329.25 0.00 → →

28 彦島図書館 文化施設 33 1,001.77 1,001.77 0.00 → →

29 ナイスビューパーク東屋 保養観光施設 29 25.00 25.00 0.00 → →

30 地方卸売市場南風泊市場 産業振興施設 46 1,946.42 7,010.90 5,064.48 →（改築） →

31 彦島保健センター 医療保健福祉施設 20 333.75 333.75 0.00 → →

32 旧下関江の浦福祉作業所 医療保健福祉施設 22 185.52 0.00 △ 185.52 廃止（譲渡）

33 西消防署 消防施設 53 1,078.25 1,078.25 0.00 → →

34 彦島分団第１部消防機庫 消防施設 6 74.50 74.50 0.00 → →

35 彦島分団第２・７部消防機庫 消防施設 1 69.93 62.00 △ 7.93 → →

36 彦島分団第３部消防機庫 消防施設 26 61.77 61.77 0.00 → →

37 彦島分団第４部・第５部消防機庫 消防施設 4 86.48 86.48 0.00 → →

38 彦島分団第６部消防機庫 消防施設 4 49.90 49.90 0.00 → →

39 彦島分団第８部消防機庫 消防施設 4 39.32 39.32 0.00 → →

40 彦島地区公園（電気室） 公園施設 29 17.06 17.06 0.00 → →

41 六連島農村公園便所 公園施設 14 5.76 5.76 0.00 → →

42 老の山公園便所 公園施設 44 54.24 54.24 0.00 → →

43 江の浦公園便所 公園施設 53 20.15 20.15 0.00 → 廃止（解体）

44 老の山公園給水施設 公園施設 42 8.70 8.70 0.00 → →

45 福浦金比羅公園便所 公園施設 40 5.13 5.13 0.00 → 廃止（解体）

46 塩谷公園便所 公園施設 39 10.35 10.35 0.00 → 廃止（解体）

47 杉田公園便所 公園施設 38 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

48 角倉公園便所 公園施設 37 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

49 彦島南公園便所 公園施設 37 31.08 31.08 0.00 → →

50 塩浜中央公園便所 公園施設 36 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

施設延床面積 方向性
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築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

51 西山公園便所 公園施設 35 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

52 彦島八幡公園便所 公園施設 35 7.48 7.48 0.00 → 廃止（解体）

53 向井中央公園便所 公園施設 34 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

54 芳無田公園便所 公園施設 33 7.04 7.04 0.00 → →

55 彦島地区公園便所 公園施設 32 37.42 37.42 0.00 → →

56 小戸山運動広場便所 公園施設 31 7.04 0.00 △ 7.04 廃止（解体）

57 荒田広場便所 公園施設 30 7.04 7.04 0.00 → →

58 向井なかよし公園便所 公園施設 29 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

59 弟子待なかよし公園便所 公園施設 27 7.02 7.02 0.00 → →

60 山中町なかよし児童公園便所 公園施設 26 6.75 6.75 0.00 → →

61 向井あけぼの公園便所 公園施設 25 8.60 8.60 0.00 → →

62 弟子待ひまわり児童公園便所 公園施設 12 18.36 18.36 0.00 → →

63 下関南霊園便所 その他施設 50 24.00 0.00 △ 24.00 廃止（解体）

64 六連島公衆便所 その他施設 44 12.84 12.84 0.00 → →

65 彦島本村町公衆便所 その他施設 33 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

66 彦島広場公衆便所 その他施設 27 21.84 21.84 0.00 → →

67 ナイスビューパーク公園便所 その他施設 29 35.66 35.66 0.00 → →

68 防災資機材備蓄センター その他施設 48 219.24 0.00 △ 219.24 複合化（解体）

69 六連島火葬場 その他施設 22 48.00 48.00 0.00 → →

70 彦島迫住宅 市営住宅等施設 35 1,647.19 1,647.19 0.00 → →

71 彦島迫町里住宅 市営住宅等施設 29 5,359.07 5,359.07 0.00 → →

72 彦島塩浜(1)住宅 市営住宅等施設 46 1,642.88 1,642.88 0.00 → →

73 彦島塩浜(2)住宅 市営住宅等施設 44 1,892.80 1,892.80 0.00 → →

74 彦島老の山住宅 市営住宅等施設 31 2,195.14 2,195.14 0.00 → →

75 彦島老町住宅 市営住宅等施設 23 5,080.88 5,080.88 0.00 → →

76 六連島船員宿舎 職員住宅 47 140.42 0.00 △ 140.42 廃止（解体）

77 西山ふ頭公園便所 インフラ施設 32 13.49 13.49 0.00 → →

78 巌流島便所 インフラ施設 20 92.44 92.44 0.00 → →

79 福浦ボートパーク（便所） インフラ施設 18 29.69 29.69 0.00 → →

80 彦島工場 インフラ施設 16 3,512.07 3,512.07 0.00 → →

81 六連島給水施設 インフラ施設 14 9.45 9.45 0.00 → →

82 道路管理用資材倉庫 インフラ施設 48 94.00 0.00 △ 94.00 廃止（解体）

83 六連島渡船場待合所 インフラ施設 43 24.56 24.56 0.00 → →

91,249.30 74,872.85 △ 16,376.45

施設延床面積 方向性

地 区 計
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８．長府地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

長府地区は、長府支所管内のうち西の部分に当たり、概ね長府中学校区を範囲としています。

長府毛利藩五万石の城下町として栄え、幕末には維新回天の舞台となった地域であるため、多

くの文化財や観光資源を有しています。 

  公共施設は学校教育施設が多いほか、美術館、博物館や文化財等が点在するため、文化施設

の比率が高くなっています。 

 

人口と世帯数 16,285 人 7,964 世帯 

面    積  10.33k ㎡ 

中 学 校 区 長府中学校 

施設数と延床面積 29 施設 42,123.55 ㎡（下関市全体の 2.77%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    20,923.35 ㎡（地区の 49.67%） 

文化施設       9,674.94 ㎡（地区の 22.97%） 

市営住宅等施設    7,117.57 ㎡（地区の 16.90%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 長府地区の課題と方向性 

 

① 長府地区では、長府公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討

していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、長府公民館、各小

中学校などが指定されています。 

   また、行政機能を担う施設として長府支所があります。 

 これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 幼稚園及び保育園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切

な環境を目指し、体制を整備していきます。 

   詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

 詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

 また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 長府地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・豊浦幼稚園 

豊浦幼稚園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」

において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に長府第一

保育園と集約し、市立こども園（施設は現在の豊浦幼稚園）へ移行

する計画となっています。  

 

・長府第一保育園 ≪借地≫ 

長府第一保育園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期

計画）」において、第２期計画期間（令和 2 年度～令和 6 年度）に

豊浦幼稚園と集約し、市立こども園（施設は現在の豊浦幼稚園）へ

移行する計画となっています。  

集約化後は、現在の建物は解体して、借地を返還する方向で検討します。 

 

・長府図書館 ≪借地≫ 

長府図書館は、明治期に創設された図書館を明治 100 年記念事

業の一環として改築したものです。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 55 年となって老朽化が進

んでいます。  

「第２次下関市立図書館基本計画」においては、公共施設等総合管理計画との整合性を勘

案した上で、複合施設として移転、整備する計画であることから、学校や公民館等の公共施

設と複合化し、現在の建物は解体して、借地を返還する方向で検討します。 

  なお、敷地内に移築保存されている集童場長室については、別途検討します。 

 

 

  



43 

 

(5) 施設一覧表（長府地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 ⾧府支所 庁舎等施設 59 396.00 396.00 0.00 → →

2 ⾧府公民館 集会施設 59 1,647.88 1,647.88 0.00 → →

3 ⾧府武道館 スポーツ施設 44 697.00 697.00 0.00 → →

4 豊浦小学校 学校教育施設 67 10,951.19 10,951.19 0.00 → →

5 豊浦児童クラブ 児童福祉施設 67 216.99 216.99 0.00 → →

6 ⾧府中学校 学校教育施設 61 8,937.44 8,937.44 0.00 → →

7 ⾧府地区新こども園 児童福祉施設 1,187.72 1,187.72 集約化 →

8 豊浦幼稚園 学校教育施設 35 1,034.72 0.00 △ 1,034.72 集約化（転用）

9 ⾧府第一保育園 児童福祉施設 61 430.33 0.00 △ 430.33 集約化（解体）

10 ⾧府図書館 文化施設 55 882.70 600.00 △ 282.70 複合化（解体） →

11 美術館 文化施設 40 4,876.52 4,876.52 0.00 → →

12 歴史博物館 文化施設 7 1,864.92 1,864.92 0.00 → →

13 ⾧府博物館 文化施設 89 605.41 605.41 0.00 → →

14 ⾧府庭園 文化施設 102 718.18 718.18 0.00 → →

15 ⾧府毛利邸 文化施設 120 620.49 620.49 0.00 → →

16 旧松岡家⾧屋門 文化施設 22 44.96 44.96 0.00 → →

17 ⾧府藩侍屋敷⾧屋 文化施設 37 61.76 61.76 0.00 → →

18 鯨館 保養観光施設 65 129.00 129.00 0.00 → 廃止（解体）

19 浜浦１号公園便所 公園施設 12 26.19 26.19 0.00 → →

20 浜浦２号公園便所 公園施設 27 7.02 7.02 0.00 → →

21 忌宮公衆便所 その他施設 29 18.36 18.36 0.00 → →

22 功山寺公衆便所 その他施設 30 21.28 21.28 0.00 → →

23 覚苑寺公衆便所 その他施設 23 14.44 14.44 0.00 → →

24 ⾧府宮崎町公衆便所 その他施設 39 8.63 8.63 0.00 → →

25 ⾧府宮の内町公衆便所 その他施設 35 47.63 47.63 0.00 → →

26 関見台公園公衆便所 その他施設 40 18.72 18.72 0.00 → →

27 ⾧府侍町公衆便所 その他施設 8 18.80 18.80 0.00 → →

28 ⾧府松原住宅 市営住宅等施設 69 999.97 999.97 0.00 → 廃止（解体）

29 ⾧府松原東住宅 市営住宅等施設 50 6,117.60 6,117.60 0.00 → 廃止（解体）

30 教職員住宅 その他施設 50 709.42 0.00 △ 709.42 廃止済（解体）

42,123.55 40,854.10 △ 1,269.45

施設延床面積 方向性

地 区 計
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９．長府東部地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

長府東部地区は、長府支所管内のうち東の部分に当たり、概ね長成中学校区を範囲としてい

ます。地区内にはＪＲ長府駅があります。 

  公共施設は、市営住宅等施設が過半を占めています。 

 なお、長府東部地区にはボートレース下関が設置されていますが、同施設は企業会計施設で

あるため、本計画とは別に検討することとしています。 

 

人口と世帯数 11,611 人 5,952 世帯 

面    積  7.29k ㎡ 

中 学 校 区 長成中学校 

施設数と延床面積 31 施設 72,990.03 ㎡（下関市全体の 4.80%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   44,239.90 ㎡（地区の 60.61%） 

学校教育施設    16,163.53 ㎡（地区の 22.14%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 長府東部地区の課題と方向性 

 

① 長府東部地区では、長府東公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置

を検討していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、長府東公民館、各

小中学校などが指定されています。 

   また、消防機能を担う施設として東消防署があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 保育園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切な環境を目

指し、体制を整備していきます。 

 詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 長府東部地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・長府老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

長府老人憩の家については、長府東公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、あるいは利

用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 

 

・長府第二保育園 

長府第二保育園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期

計画）」において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

長府第三保育園とともに私立こども園（新設）へ移行する計画とな

っています。  

移行後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・長府第三保育園 ≪借地≫ 

長府第三保育園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期

計画）」において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

長府第二保育園とともに私立こども園（新設）へ移行する計画とな

っています。  

移行後は、現在の建物は解体して、借地を返還する方向で検討します。 

 

・中六波倉庫 普通財産 

 中六波倉庫は、防火機庫として地区住民により活用され、昔の消

防道具、地域清掃用具を保管しています。 

  建物は耐震性が確保されておらず、築 55 年となって老朽化も進

んでいるため、利用団体等と協議の上で貸付けを終了し、解体する  

か、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 
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(5) 施設一覧表（長府東部地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 ⾧府東公民館 集会施設 26 1,955.44 1,955.44 0.00 → →

2 勤労者総合福祉センター 集会施設 30 1,969.44 1,969.44 0.00 → →

3 ⾧府老人憩の家 集会施設 37 199.80 0.00 △ 199.80 集約化（解体）

4 ⾧府体育館 スポーツ施設 39 1,676.00 1,676.00 0.00 → →

5 市民プール スポーツ施設 46 539.97 539.97 0.00 → →

6 ⾧府小学校 学校教育施設 44 8,759.04 8,759.04 0.00 → →

7 ⾧府児童クラブ 児童福祉施設 44 127.82 127.82 0.00 → →

8 ⾧成中学校 学校教育施設 33 7,404.49 7,404.49 0.00 → →

9 ⾧府第二保育園 児童福祉施設 43 578.67 0.00 △ 578.67 廃止（解体）

10 ⾧府第三保育園 児童福祉施設 56 358.58 0.00 △ 358.58 廃止（解体）

11 ⾧府第四保育園 児童福祉施設 48 504.38 504.38 0.00 → →

12 山陽保健センター 医療保健福祉施設 26 149.00 149.00 0.00 → →

13 東消防署 消防施設 53 811.87 811.87 0.00 → →

14 消防吏員待機宿舎 消防施設 48 715.50 0.00 △ 715.50 廃止（解体）

15 ⾧府運動場便所 公園施設 12 14.41 14.41 0.00 → →

16 千鳥ヶ丘１号公園便所 公園施設 38 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

17 中六波運動広場便所 公園施設 40 9.84 0.00 △ 9.84 廃止（解体）

18 掛州公園便所 公園施設 28 7.04 7.04 0.00 → →

19 中六波倉庫 その他施設 55 9.93 0.00 △ 9.93 廃止（解体）

20 江下倉庫 その他施設 46 58.32 58.32 0.00 → 廃止（解体）

21 ⾧府八幡住宅 市営住宅等施設 53 2,707.46 2,707.46 0.00 → 廃止（解体）

22 ⾧府前八幡(1)住宅 市営住宅等施設 51 11,705.01 6,368.56 △ 5,336.45 →（一部解体） →（一部改築）

23 ⾧府前八幡(2)住宅 市営住宅等施設 41 5,791.49 5,814.87 （前期中に増築） → →

24 ⾧府古城住宅 市営住宅等施設 21 13,164.41 13,164.41 0.00 → →

25 ⾧府中六波住宅 市営住宅等施設 44 1,364.98 1,364.98 0.00 → →

26 ⾧府中六波（１）住宅 市営住宅等施設 41 5,371.77 5,371.77 0.00 → →

27 ⾧府八幡改良住宅 市営住宅等施設 55 2,414.94 2,414.94 0.00 → 廃止（解体）

28 中六波小集落改良住宅 市営住宅等施設 41 1,719.84 1,719.84 0.00 → →

29 ⾧府ふ頭第１号上屋 インフラ施設 26 2,829.32 2,829.32 0.00 → →

30 大気汚染観測局⾧府東局 インフラ施設 50 9.72 0.00 △ 9.72 廃止済（解体）

31 ⾧府駅前公衆トイレ インフラ施設 11 54.68 54.68 0.00 → →

72,990.03 65,794.92 △ 7,218.49地 区 計

施設延床面積 方向性
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１０．東部５地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

東部５地区は、王司地区、清末地区、小月地区、王喜地区、吉田地区の 5つの支所管内で形

成される地区で、概ね東部中学校区及び木屋川中学校区を範囲としています。地区内にはＪＲ

小月駅及び小月インターチェンジがあります。 

  17 地区中では 2番目に地区人口が多い地区です。 

  公共施設は、学校教育施設が過半を占めています。 

 

人口と世帯数 25,767 人 12,163 世帯 

面    積  73.39k ㎡ 

中 学 校 区 東部中学校、木屋川中学校 

施設数と延床面積 72 施設 62,496.72 ㎡（下関市全体の 4.11%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    37,360.87 ㎡（地区の 59.78%） 

市営住宅等施設   10,296.75 ㎡（地区の 16.48%） 

集会施設       8,387.34 ㎡（地区の 13.42%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 東部５地区の課題と方向性 

 

① 東部５地区では、各公民館（王司、清末、小月、王喜、吉田）を地域づくり・まちづくり

の拠点と位置づけ、適正配置を検討していきます。 

なお、王喜公民館及び吉田公民館は耐震性が確保されておらず、老朽化が進んでいるため、

近隣の王喜小学校及び吉田小学校が統合された場合は、当該建物を利用して機能を維持して

いくことを検討します。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、各公民館、各小中

学校などが指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設としては、各公民館に支所が設置されているほか、

東消防署小月出張所があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 幼稚園及びこども園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適

切な環境を目指し、体制を整備していきます。 

   詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 
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   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

 

 

(3) 東部５地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・王喜公民館 

  王喜公民館は、王喜支所との複合施設です。建物は耐震性が確保

されておらず、築 50 年となって老朽化が進んでいます。 

近隣の王喜小学校が、吉田小学校及び木屋川中学校と統合して小

中一貫教育導入を検討する計画であることから、閉校後の王喜小学  

校に機能移転するとともに、他の公共施設と複合化することを検討します。 

移転後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・王喜支所 

  王喜支所は、王喜公民館との複合施設です。 

 王喜公民館が閉校後の王喜小学校に移転する方向で検討するこ

とから、併せて移転・複合化を検討します。 

 

 

・吉田公民館 

吉田公民館は、吉田支所との複合施設です。建物は耐震性が確保

されておらず、築 46 年となって老朽化が進んでいます。 

近隣の吉田小学校が、王喜小学校及び木屋川中学校と統合して小

中一貫教育導入を検討する計画であることから、閉校後の吉田小学  

校に機能移転するとともに、他の公共施設と複合化することを検討します。 

移転後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・吉田支所 

  吉田支所は、吉田公民館との複合施設です。 

 吉田公民館が閉校後の吉田小学校に移転する方向で検討すること

から、併せて移転・複合化を検討します。 

 

 

・清末老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

清末老人憩の家については、清末公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、あるいは利

用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 
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・小月老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

小月老人憩の家については、小月公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、あるいは利

用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 

 

・吉田老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

吉田老人憩の家については、吉田公民館（吉田小学校の統合後に  

移転を検討）等に機能を集約し、現在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法に

より民間に譲渡するか、あるいは利用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討しま

す。 

 

・王喜農村センター 

王喜農村センターは、地域農業者の研修及び集会の用に供する施

設です。 

利用者数が比較的少なく、特定の利用者を中心に利用されている

ため、利用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・芝学習等供用会館 

芝学習等供用会館は、学習・保育・休養・集会等のための社会教

育施設です。 

利用者数が比較的少なく、特定の利用者を中心に利用されている

ため、利用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・串学習等供用会館 

串学習等供用会館は、学習・保育・休養・集会等のための社会教

育施設です。 

利用者数が比較的少なく、特定の利用者を中心に利用されている

ため、利用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・錦町福祉館 普通財産 

錦町福祉館は、地域の集会所として利用されていた施設ですが、

施設の老朽化が著しいため、用途を廃止しました。 

隣接する吉田錦町農機器保管施設と併せ、建物は解体するか、土

地と一体的に譲渡すること等を検討します。  
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・王司員光下組自治会集会所 普通財産 

王司員光下組自治会集会所は、地域の集会所として利用されてい

る施設です。公益的な利用形態であることから、地域と協議の上、

利用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。 

 

 

・吉田小学校 

吉田小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

王喜小学校及び木屋川中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計

画（学校位置は木屋川中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、近隣にある吉田公民館を始めとする集会施設や吉田支所等の機能を移転し、複

合施設として活用していく方向で検討します。 

 

・王喜小学校 

王喜小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

吉田小学校及び木屋川中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計

画（学校位置は木屋川中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、近隣にある王喜公民館を始めとする集会施設や王喜支所等の機能を移転し、複

合施設として活用していく方向で検討します。 

 

・木屋川中学校 

木屋川中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

王喜小学校及び吉田小学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は木屋川中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

 

・王喜こども園 

王喜こども園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計

画）」において、第２期計画期間（令和 2 年度～令和 6 年度）に小

月幼稚園を集約する計画となっています。 
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・小月幼稚園 

小月幼稚園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画（後期計画）」

において、第２期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に王喜こど

も園に集約し、王喜こども園小月分園（仮称）として設置する計画

となっています。 

  建物は、引き続き使用する予定です。 

 

 

・吉田錦町農機器保管施設 普通財産 

吉田錦町農機器保管施設は、普通財産として貸付けを行っていま

したが、老朽化に伴って用途を廃止しました。 

隣接する錦町福祉館と併せ、建物は解体するか、土地と一体的に

譲渡すること等を検討します。  
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(5) 施設一覧表（東部５地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 王司支所 庁舎等施設 52 241.00 241.00 0.00 → →

2 清末支所 庁舎等施設 50 117.18 117.18 0.00 → →

3 小月支所 庁舎等施設 23 145.52 145.52 0.00 → →

4 王喜支所 庁舎等施設 50 264.45 63.00 △ 201.45 →（移転／解体） →

5 吉田支所 庁舎等施設 46 93.75 63.00 △ 30.75 →（移転／解体） →

6 王司公民館 集会施設 52 1,777.81 1,777.81 0.00 → →

7 清末公民館 集会施設 50 1,027.45 1,027.45 0.00 → →

8 小月公民館 集会施設 23 2,020.87 2,020.87 0.00 → →

9 王喜公民館 集会施設 50 925.59 1,236.38 310.79 →（移転／解体） →

10 吉田公民館 集会施設 46 1,027.45 1,208.72 181.27 →（移転／解体） →

11 清末老人憩の家 集会施設 31 178.14 0.00 △ 178.14 集約化（譲渡）

12 小月老人憩の家 集会施設 41 178.14 0.00 △ 178.14 集約化（解体）

13 吉田老人憩の家 集会施設 33 169.06 0.00 △ 169.06 集約化（解体）

14 王喜農村センタ－ 集会施設 39 179.69 0.00 △ 179.69 譲渡

15 芝学習等供用会館 集会施設 52 157.80 0.00 △ 157.80 譲渡

16 串学習等供用会館 集会施設 35 159.00 0.00 △ 159.00 譲渡

17 錦町福祉館 集会施設 47 449.54 0.00 △ 449.54 集約化済（解体）

18 王司員光下組自治会集会所 集会施設 43 136.80 0.00 △ 136.80 譲渡

19 小月武道館 スポーツ施設 47 383.00 383.00 0.00 → →

20 小月小学校 学校教育施設 52 5,343.04 5,343.04 0.00 → →

21 小月児童クラブ 児童福祉施設 52 60.97 60.97 0.00 → →

22 清末小学校 学校教育施設 69 5,472.73 5,472.73 0.00 → →

23 清末児童クラブ 児童福祉施設 13 283.33 283.33 0.00 → →

24 王司小学校 学校教育施設 50 5,524.18 5,524.18 0.00 → →

25 王司児童クラブ 児童福祉施設 14 261.79 261.79 0.00 → →

26 吉田小学校 学校教育施設 51 3,048.57 0.00 △ 3,048.57 集約化（転用）

27 王喜小学校 学校教育施設 51 3,830.24 0.00 △ 3,830.24 集約化（転用）

28 王喜児童クラブ 児童福祉施設 51 98.47 63.00 △ 35.47 →（移転） →

29 東部中学校 学校教育施設 60 7,968.10 7,968.10 0.00 → →

30 木屋川中学校 学校教育施設 56 4,320.09 4,320.09 0.00 集約化 →

31 王喜こども園 児童福祉施設 51 713.62 713.62 0.00 集約化 →

32 王喜こども園小月分園（仮称） 児童福祉施設 44 1,005.38 1,005.38 新規（転用） →

33 清末幼稚園 学校教育施設 53 848.54 848.54 0.00 → →

34 小月幼稚園 学校教育施設 44 1,005.38 0.00 △ 1,005.38 集約化（転用）

35 東消防署小月出張所 消防施設 51 493.76 493.76 0.00 → →

36 王司分団第１部消防機庫 消防施設 40 39.47 39.47 0.00 → →

37 王司分団第２部消防機庫 消防施設 32 32.00 32.00 0.00 → →

38 王司分団第３部消防機庫 消防施設 29 35.00 35.00 0.00 → →

39 王司水防倉庫 消防施設 25 14.43 14.43 0.00 → →

40 清末分団第１部消防機庫 消防施設 21 78.21 78.21 0.00 → →

41 清末分団第２部消防機庫 消防施設 11 61.43 61.43 0.00 → →

42 小月分団第１部消防機庫 消防施設 24.75 77.67 52.92 → →

43 王喜分団第１部・第４部消防機庫 消防施設 6 97.51 97.51 0.00 → →

44 王喜分団第２部消防機庫 消防施設 49 10.98 10.98 0.00 → →

45 王喜分団第３部消防機庫 消防施設 28 34.82 34.82 0.00 → →

46 吉田分団第１部消防機庫 消防施設 46 39.21 39.21 0.00 → →

47 吉田分団第２部消防機庫 消防施設 25 39.89 39.89 0.00 → →

48 吉田分団第３部消防機庫 消防施設 27 36.38 36.38 0.00 → →

49 吉田分団第４部消防機庫 消防施設 43 34.40 34.40 0.00 → →

50 乃木浜総合公園 公園施設 24 1,408.77 1,408.77 0.00 → →

施設延床面積 方向性
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築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

51 王司宇部公園便所 公園施設 43 3.20 3.20 0.00 → 廃止（解体）

52 王司湯田１号公園便所 公園施設 39 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

53 清末陣屋の池周辺施設 公園施設 24 25.91 0.00 △ 25.91 廃止（解体）

54 清末公園便所 公園施設 9 18.36 18.36 0.00 → →

55 阿内公園便所 公園施設 36 6.87 0.00 △ 6.87 廃止（解体）

56 高林寺緑地便所 公園施設 32 7.02 0.00 △ 7.02 廃止（解体）

57 小月公園便所 公園施設 13 25.89 25.89 0.00 → →

58 小月高雄公園便所 公園施設 26 6.97 6.97 0.00 → →

59 串町公園便所 公園施設 40 4.64 0.00 △ 4.64 廃止（解体）

60 木屋川近隣公園公衆便所 公園施設 26 7.04 7.04 0.00 → →

61 天神山公園便所 公園施設 26 6.75 6.75 0.00 → 廃止（解体）

62 木屋川吉田河川公園便所 公園施設 23 22.40 22.40 0.00 → →

63 木屋川ラブリバーパーク便所 その他施設 31 18.49 18.49 0.00 → →

64 吉田錦町農機器保管施設 その他施設 47 120.00 0.00 △ 120.00 廃止済（解体）

65 吉田町公衆便所 その他施設 32 42.20 42.20 0.00 → →

66 清末上土井住宅 市営住宅等施設 62 92.74 0.00 △ 92.74 廃止（解体）

67 清末時末住宅 市営住宅等施設 51 6,762.41 6,762.41 0.00 → →

68 小月住宅 市営住宅等施設 48 3,441.60 3,441.60 0.00 → →

69 乃木浜排水機場 インフラ施設 29 114.90 114.90 0.00 → →

70 清末排水機場 インフラ施設 44 0.00 257.89 257.89 →（改築） →

71 百間排水機場 インフラ施設 34 200.82 200.82 0.00 → →

72 王喜西排水機場 インフラ施設 41 393.12 393.12 0.00 → →

73 王喜東排水機場 インフラ施設 39 266.50 266.50 0.00 → →

74 大気汚染観測局小月局 インフラ施設 50 9.72 9.72 0.00 → →

62,496.72 54,287.76 △ 8,208.96

施設延床面積 方向性

地 区 計
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１１．勝山地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

勝山地区は、旧下関市のほぼ中央部に位置する内陸の地区で、概ね勝山中学校区を範囲とし

ています。地区内にはＪＲ新下関駅があるなど、交通の要衝です。 

  17 地区中では 3番目に地区人口が多い地区です。 

  公共施設は環境部奥山工場や地方卸売市場新下関市場などの大規模な施設があり、インフラ

施設及び産業振興施設の比率が高くなっています。 

 

人口と世帯数 25,014 人 12,516 世帯 

面    積  21.94k ㎡ 

中 学 校 区 勝山中学校 

施設数と延床面積 47 施設 75,205.40 ㎡（下関市全体の 4.95%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    24,290.83 ㎡（地区の 32.30%） 

インフラ施設    17,881.64 ㎡（地区の 23.78%） 

産業振興施設    15,036.17 ㎡（地区の 19.99%） 

保養観光施設     4,630.68 ㎡（地区の 6.16%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 勝山地区の課題と方向性 

 

① 勝山地区では、勝山公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討

していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、勝山公民館、各小

中学校などが指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設としては、勝山支所、北消防署勝山出張所がありま

す。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 下関市都市計画マスタープランでは、様々な都市機能を集積させ市の中心的役割を担う地

区として、中心市街地（下関駅～唐戸）と新下関駅周辺が「都市拠点」に位置づけられてい

ます。 

勝山地区には新下関駅周辺が含まれることから、都市拠点の維持に配意しながら適正配置

を検討します。 

④ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

⑤ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水
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準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

 

 

(3) 勝山地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・上井田会館 普通財産 

 上井田会館は、市と地元の連絡調整や地域の集会所として利用さ

れている施設です。 

公益的な利用形態であることから、地域と協議の上、利用団体等

に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・勝山苗圃場 

勝山苗圃場は、自治会等が公共用地に植栽する草花苗の栽培及び

園芸センターで展示する植物を栽培し、また、市民農園として利用

されてきました。 

市民農園は民間で行うことが可能な事業であることから、安岡地  

区複合施設整備事業における園芸センターの再編と併せて市としての関与の方法を見直し、

令和 4 年度末で勝山苗圃場としての用途を廃止する予定です。 

土地及び建物は、譲渡する方向で検討します。 

 

・地方卸売市場新下関市場 

地方卸売市場新下関市場は、主に青果を取り扱う中核拠点市場で

す。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 47 年となって老朽化が進

んでいます。また、少子高齢化や消費者ニーズや流通形態の変化に  

伴い、取扱数量・取扱金額とも減少傾向にあります。 

引き続き市場としての役割を果たしていくため、今後の市場のあり方や適切な規模を精査

し、改築する方向で検討します。 
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(5) 施設一覧表（勝山地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 勝山支所 庁舎等施設 9 441.00 441.00 0.00 → →

2 勝山公民館 集会施設 9 2,742.60 2,742.60 0.00 → →

3 上井田会館 集会施設 45 269.38 0.00 △ 269.38 譲渡

4 勝山小学校 学校教育施設 65 7,167.26 7,167.26 0.00 → →

5 勝山児童クラブ 児童福祉施設 22 298.70 298.70 0.00 → →

6 一の宮小学校 学校教育施設 37 7,380.32 7,380.32 0.00 → →

7 一の宮児童クラブ 児童福祉施設 26 146.00 295.06 149.06 → →

8 勝山中学校 学校教育施設 52 8,698.84 8,698.84 0.00 → →

9 教育支援教室 学校教育施設 40 177.75 177.75 0.00 → →

10 中部学校給食共同調理場 学校教育施設 32 866.66 866.66 0.00 → →

11 ふれあい健康ランド 保養観光施設 28 4,527.04 4,527.04 0.00 → →

12 勝山苗圃場 保養観光施設 53 103.64 0.00 △ 103.64 譲渡

13 地方卸売市場新下関市場 産業振興施設 47 15,036.17 9,000.00 △ 6,036.17 →（改築） →

14 新下関保健センター 医療保健福祉施設 9 509.00 509.00 0.00 → →

15 動物愛護管理センター 医療保健福祉施設 14 1,348.69 1,309.95 △ 38.74 →（一部解体） →

16 北消防署勝山出張所 消防施設 41 725.20 725.20 0.00 → →

17 消防訓練センター 消防施設 41 2,712.28 2,712.28 0.00 → →

18 勝山分団第１部消防機庫 消防施設 32 20.00 20.00 0.00 → →

19 勝山分団第２部消防機庫 消防施設 31 27.00 27.00 0.00 → →

20 勝山分団第３部消防機庫 消防施設 42 33.06 33.06 0.00 → →

21 勝山分団第４部消防機庫 消防施設 26 47.60 47.60 0.00 集約化 →

22 勝山分団第４部消防機庫 廃止施設 54 10.82 0.00 △ 10.82 集約化（解体）

23 勝山分団第５部小野消防機庫 消防施設 44 51.40 51.40 0.00 → →

24 勝山分団第５部（井田）消防機庫 消防施設 30 32.49 32.49 0.00 → →

25 霊鷲山消防無線中継局 消防施設 20 95.80 95.80 0.00 → →

26 砂子多川ほたる公園 公園施設 28 73.81 73.81 0.00 → →

27 住吉公園便所 公園施設 29 18.36 18.36 0.00 → →

28 田倉公園便所 公園施設 50 10.24 10.24 0.00 → 廃止（解体）

29 下関中央墓園便所 公園施設 45 11.56 11.56 0.00 → →

30 小野公園便所 公園施設 43 3.20 3.20 0.00 → 廃止（解体）

31 楠乃なかよし公園便所 公園施設 44 8.00 8.00 0.00 → →

32 秋根こども公園便所 公園施設 44 15.50 15.50 0.00 → 廃止（解体）

33 秋根記念公園東便所 公園施設 44 21.15 21.15 0.00 → 廃止（解体）

34 秋根記念公園西便所 公園施設 44 14.44 14.44 0.00 → →

35 秋根東公園便所 公園施設 12 18.36 18.36 0.00 → →

36 御殿町南公園便所 公園施設 11 16.83 16.83 0.00 → →

37 楠乃記念公園便所 公園施設 35 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

38 一の宮公園便所 公園施設 35 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

39 勝谷中央公園便所 公園施設 33 7.04 7.04 0.00 → →

40 井田公園便所 公園施設 32 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

41 勝谷児童公園便所 公園施設 29 7.04 7.04 0.00 → →

42 勝山地区公園便所 公園施設 16 37.61 37.61 0.00 → →

43 林業用倉庫 その他施設 50 20.44 0.00 △ 20.44 廃止（解体）

44 下関中央霊園 その他施設 47 405.33 405.33 0.00 → →

45 勝山新秋根住宅 市営住宅等施設 50 3,145.37 3,145.37 0.00 → →

46 環境部奥山工場 インフラ施設 42 17,869.24 17,869.24 0.00 → →

47 新下関駅第五地下道発電機室 インフラ施設 29 12.40 12.40 0.00 → →

75,205.40 68,875.27 △ 6,330.13地 区 計

施設延床面積 方向性
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１２．内日地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

内日地区は山々に囲まれた自然豊かな内陸地区で、盆地特有の地形と豊かな水源を活かした

稲作農業が盛んです。概ね内日中学校区を範囲としています。 

 公共施設は、学校教育施設と集会施設が大半を占めています。 

 

人口と世帯数 1,079 人 527 世帯 

面    積  29.64k ㎡ 

中 学 校 区 内日中学校 

施設数と延床面積 11 施設 8,309.44 ㎡（下関市全体の 0.55%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設     6,777.77 ㎡（地区の 81.57%） 

集会施設       1,145.09 ㎡（地区の 13.78%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 内日地区の課題と方向性 

 

① 内日地区では、内日公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討

していきます。 

 なお、内日公民館は耐震性が確保されておらず、老朽化が進んでいるため、近隣の内日中

学校が統合された場合は、当該建物を利用して機能を維持していくことを検討します。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、現在の内日公民館、

内日小学校、内日中学校が指定されています。 

   また、行政機能を担う施設としては、内日支所があります。 

 これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 幼稚園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切な環境を目

指し、隣接する菊川地区を一体的なエリアとして体制を整備していきます。 

 詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

④ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

 詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

 また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 内日地区の主な公共施設の位置 

 

 
 

 

(4) 各施設の検討方針 

 

・内日公民館 

  内日公民館は、内日支所との複合施設です。建物は耐震性が確保

されておらず、築 51 年となって老朽化が進んでいます。 

近隣の内日中学校が、内日小学校と統合して小中一貫教育導入を

検討する計画であることから、閉校後の内日中学校に機能移転する  

とともに、他の公共施設と複合化することを検討します。 

移転後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・内日支所 

  内日支所は、内日公民館との複合施設です。 

 内日公民館が閉校後の内日中学校に移転する方向で検討するこ

とから、併せて移転・複合化を検討します。 
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・内日老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

内日老人憩の家については、内日公民館（内日中学校の統合後に  

移転を検討）等に機能を集約し、現在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法に

より民間に譲渡するか、あるいは利用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討しま

す。 

 

・内日小学校 

内日小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

内日中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は内

日小学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

 

・内日中学校 

内日中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

内日小学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画（学校位置は内

日小学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、近隣にある内日公民館、内日支所、老人憩の家等の機能を移転し、複合施設と

して活用していく方向で検討します。 

 

・内日幼稚園 

内日幼稚園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において

閉園の計画となっており、平成 29 年度から休園しています。建物

は耐震性が確保されておらず、築 42 年となって老朽化が進んでい

ます。  

閉園となった場合は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討し

ます。 
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(5) 施設一覧表（内日地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 内日支所 庁舎等施設 51 116.10 63.00 △ 53.10 →（移転／解体） →

2 内日公民館 集会施設 51 975.18 1,105.89 130.71 →（移転／解体） →

3 内日老人憩の家 集会施設 32 169.91 0.00 △ 169.91 集約化（解体）

4 内日小学校 学校教育施設 42 3,405.95 3,405.95 0.00 集約化 →

5 内日中学校 学校教育施設 51 2,828.94 0.00 △ 2,828.94 集約化（転用）

6 内日幼稚園 学校教育施設 42 542.88 0.00 △ 542.88 廃止（解体）

7 内日分団第１部消防機庫 消防施設 41 37.67 37.67 0.00 → →

8 内日分団第２・３部消防機庫 消防施設 3 40.54 40.54 0.00 → →

9 内日分団第４・５部消防機庫 消防施設 23 64.30 64.30 0.00 → →

10 内日水防倉庫 消防施設 56 16.45 0.00 △ 16.45 集約化（解体）

11 内日ダム周辺施設 公園施設 32 111.52 111.52 0.00 → →

8,309.44 4,828.87 △ 3,480.57地 区 計

施設延床面積 方向性



64 

 

１３．川中地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

川中地区は、概ね川中中学校区及び垢田中学校区を範囲としており、17 地区中では最も人口

が多い地区です。 

  地区内には、ＪＲ綾羅木駅及びＪＲ梶栗郷台地駅があり、また新たな国際物流拠点として、

垢田地区沖合に開発が進む長州出島（人工島）があります。 

  公共施設は、学校教育施設や市営住宅等施設が多くありますが、リサイクルプラザや新港ふ

頭があるため、インフラ施設も比較的多い状況です。 

 

人口と世帯数 34,873 人 16,679 世帯 

面    積  10.96k ㎡ 

中 学 校 区 川中中学校、垢田中学校 

施設数と延床面積 57 施設 149,947.61 ㎡（下関市全体の 9.86%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    54,732.39 ㎡（地区の 36.50%） 

市営住宅等施設   53,807.38 ㎡（地区の 35.88%） 

インフラ施設    28,564.63 ㎡（地区の 19.05%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 川中地区の課題と方向性 

 

① 川中地区では、川中公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討

していきます。 

② 川中公民館分館は耐震性が確保されておらず、老朽化が進んでいます。また、駐車場が狭

いこと、更には借地であることから、川中公民館や綾羅木地区コミュニティ施設（仮称）等

に機能を集約する方向で検討します。 

③ 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、川中公民館、考古

博物館、各小中学校などが指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設としては、川中支所、北消防署があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

④ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

⑤ 幼稚園及びこども園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適

切な環境を目指し、体制を整備していきます。 

 詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑥ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水
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準の維持・向上を図っていきます。 

  詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

⑦ 廃校を始めとする未利用財産については、譲渡や貸付けの検討を行い、有効活用を図って

いきます。 

 

 

(3) 川中地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

 

・川中公民館 

川中公民館分館の老朽化に伴って、川中公民館分館の機能を集約

するとともに、川中支所を複合化する方向で検討します。 

 

 

・川中公民館分館 ≪借地≫ 

川中公民館分館は、川中支所との複合施設です。建物は耐震性が

確保されておらず、築 57年となって老朽化が進んでいます。また、

駐車場が狭いこと、更には借地であることから、川中公民館や綾羅

木地区コミュニティ施設（仮称）等に機能を集約し、現在の建物は  

解体して、借地を返還する方向で検討します。 

 

・川中支所 ≪借地≫ 

川中支所は、川中公民館分館との複合施設です。 

川中公民館分館が川中公民館に集約する方向で検討することか

ら、併せて川中公民館内に移転し、複合化することを検討します。 

 

 

・綾羅木地区コミュニティ施設（仮称） 

 川中公民館分館の機能集約化に際し、川中公民館等へ移転できない機能等を補完するため、

新たなコミュニティ施設の設置を検討します。 

 

・川中老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

川中老人憩の家については、川中公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、利用団体等に譲渡して集

会所として利用を継続すること等を検討します。 

 

・旧川中西幼稚園 普通財産 

川中西幼稚園は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」に基づ

いて、令和 2 年度末で閉園しました。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 50 年となって老朽化が進

んでいるため、解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討  

します。 
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 (5) 施設一覧表（川中地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 川中支所 庁舎等施設 57 358.86 247.00 △ 111.86 複合化（解体） →

2 川中公民館 集会施設 30 2,903.22 2,656.22 △ 247.00 複合化 →

3 川中公民館分館 集会施設 57 656.03 0.00 △ 656.03 集約化（解体）

4 綾羅木地区コミュニティ施設（仮称） 集会施設 未定 新規（新築） →

5 川中老人憩の家 集会施設 9 172.66 0.00 △ 172.66 集約化（譲渡）

6 新垢田コミュニティ会館 集会施設 37 396.80 396.80 0.00 → 譲渡

7 川中会館 集会施設 41 376.12 376.12 0.00 → 譲渡

8 綾羅木会館 集会施設 31 276.75 276.75 0.00 → 譲渡

9 垢田体育館 スポーツ施設 32 520.00 520.00 0.00 → →

10 川中武道館 スポーツ施設 42 453.60 453.60 0.00 → →

11 川中小学校 学校教育施設 66 7,951.85 7,951.85 0.00 → →

12 川中児童クラブ 児童福祉施設 66 192.06 192.06 0.00 → →

13 川中西小学校 学校教育施設 54 6,339.03 6,339.03 0.00 → →

14 川中西児童クラブ 児童福祉施設 54 126.00 126.00 0.00 → →

15 垢田小学校 学校教育施設 42 7,773.27 7,773.27 0.00 → →

16 垢田児童クラブ 児童福祉施設 42 129.71 129.71 0.00 → →

17 熊野小学校 学校教育施設 33 7,850.97 7,850.97 0.00 → →

18 熊野児童クラブ 児童福祉施設 11 432.45 432.45 0.00 → →

19 川中中学校 学校教育施設 13 15,402.51 15,402.51 0.00 → →

20 垢田中学校 学校教育施設 39 8,416.56 8,416.56 0.00 → →

21 垢田こども園 児童福祉施設 42 770.50 770.50 0.00 → →

22 川中幼稚園 学校教育施設 45 998.20 998.20 0.00 → →

23 旧川中西幼稚園 廃止施設 50 779.28 0.00 △ 779.28 廃止済（解体）

24 ゆたか児童館 児童福祉施設 39 191.95 191.95 0.00 → →

25 考古博物館 文化施設 28 2,940.66 2,940.66 0.00 → →

26 北消防署 消防施設 34 626.13 626.13 0.00 → →

27 川中分団第１部消防機庫 消防施設 7 43.82 43.82 0.00 → →

28 川中分団第２部消防機庫 消防施設 37 26.48 26.48 0.00 → →

29 川中分団第３部消防機庫 消防施設 47 10.62 76.70 66.08 集約化（改築） →

30 川中分団第４部消防機庫 消防施設 5 76.98 76.98 0.00 → →

31 川中分団第５部消防機庫 消防施設 20 63.91 63.91 0.00 → →

32 川中分団第６部消防機庫 消防施設 36 32.49 32.49 0.00 → →

33 川中分団第７部消防機庫 消防施設 13 66.82 66.82 0.00 → →

34 川中分団第８部消防機庫 消防施設 38 23.04 23.04 0.00 → →

35 川中分団第９部消防機庫 消防施設 42 33.06 0.00 △ 33.06 集約化（解体）

36 垢田運動場 公園施設 36 34.68 34.68 0.00 → →

37 向山公園便所 公園施設 37 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

38 えのき公園便所 公園施設 46 4.40 4.40 0.00 → 廃止（解体）

39 新垢田南公園便所 公園施設 43 4.90 4.90 0.00 → 廃止（解体）

40 綾羅木１号公園便所 公園施設 32 13.64 13.64 0.00 → →

41 新垢田中央公園便所 公園施設 40 9.43 9.43 0.00 → 廃止（解体）

42 新垢田北町公園便所 公園施設 39 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

43 川中東部公園便所 公園施設 38 16.17 16.17 0.00 → →

44 川中豊町児童公園便所 公園施設 36 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

45 熊野西町児童公園便所 公園施設 33 7.04 7.04 0.00 → →

46 無田公園便所 公園施設 33 7.04 7.04 0.00 → →

47 綾羅木南町公園便所 公園施設 31 7.04 7.04 0.00 → →

48 熊野１号児童公園便所 公園施設 31 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

49 熊野２号児童公園便所 公園施設 31 7.04 7.04 0.00 → →

50 東熊野公園便所 公園施設 27 7.02 7.02 0.00 → →

施設延床面積 方向性
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築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

51 川中中央公園便所 公園施設 15 9.56 9.56 0.00 → →

52 稗田ミニスポ公園便所 公園施設 9 7.60 7.60 0.00 → →

53 新垢田住宅 市営住宅等施設 46 36,863.97 36,863.97 0.00 → →

54 豊住宅 市営住宅等施設 32 3,339.18 3,339.18 0.00 → →

55 熊野西住宅 市営住宅等施設 32 7,256.24 7,256.24 0.00 → →

56 新椋野住宅 市営住宅等施設 12 6,347.99 6,347.99 0.00 → →

57 新港ふ頭 インフラ施設 14 7,839.44 7,839.44 0.00 → →

58 リサイクルプラザ インフラ施設 19 20,725.19 20,725.19 0.00 → →

149,947.61 148,013.80 △ 1,933.81

施設延床面積 方向性

地 区 計
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１４．安岡地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

安岡地区は響灘に面する漁業・農業地域で、概ね安岡中学校区を範囲としています。地区内

にはＪＲ安岡駅及びＪＲ福江駅があります。 

  公共施設は、市営住宅等施設及び学校教育施設が大半を占めています。 

 

人口と世帯数 14,351 人 6,976 世帯 

面    積  16.40k ㎡ 

中 学 校 区 安岡中学校 

施設数と延床面積 31 施設 54,033.45 ㎡（下関市全体の 3.55%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

市営住宅等施設   24,219.55 ㎡（地区の 44.82%） 

学校教育施設    16,568.62 ㎡（地区の 30.66%） 

保養観光施設     5,051.54 ㎡（地区の 9.35%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 安岡地区の課題と方向性 

 

① 安岡地区では、安岡公民館等を移転・再編して整備する安岡地区複合施設（コミュニティ

施設）（仮称）を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、適正配置を検討していきます。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、安岡公民館、各小

中学校などが指定されています。 

   また、行政機能を担う施設としては、安岡支所があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

   具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討してい

きます。 

④ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 安岡地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・安岡公民館 

安岡公民館は、安岡支所との複合施設です。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 58 年となって老朽化が進

んでいること、また地域の避難場所でありながら、現在の場所が災

害区域（浸水想定区域）に当たることから、安岡地区複合施設整備  

事業として移転再編及び複合化を進めています。 

 整備事業では、より使いやすいコミュニティ施設として再編する計画です。 

 

・安岡支所 

安岡支所は、安岡公民館との複合施設です。 

安岡公民館とともに、安岡地区複合施設整備事業として移転及び

複合化を進めています。 

移転後は、安岡地区複合施設の一部として複合化される予定で  

す。  

 

・安岡地区複合施設（コミュニティ施設）（仮称） 

安岡地区複合施設整備事業では、園芸センター跡地を利用して、

コミュニティ施設、安岡支所、北部図書館（仮称）、都市公園等を

整備しています。 

  このうちコミュニティ施設では、安岡公民館と園芸センターの機  

能を再編・継承します。 

安岡地区複合施設整備事業は、民間の資金とノウハウを活用する PFI 手法で進めており、

令和 6 年度の供用開始を目指しています。 

 

・安岡老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

安岡老人憩の家については、新たに整備される安岡地区複合施設  

等に機能を集約し、現在の建物は解体するか、利用団体等に譲渡して集会所として利用を継

続すること等を検討します。 

 

・北部図書館（仮称） 

「第２次下関市立図書館基本計画」においては、「『第２次下関市

総合計画後期基本計画実施計画』にある北部図書館（仮称）につい

ては、安岡地区複合施設整備事業に掲げられた、『緑あふれる多世

代交流型コミュニティ空間の創造』の実現に向けて取り組んでいき  

ます。」とされています。 

 安岡地区複合施設整備事業では、複合施設の一部として、北部図書館（仮称）の整備を進

めています。 
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・射撃場 普通財産 

射撃場は、国民体育大会の射撃場として設置された施設を市が購

入したもので、現在は普通財産として、事業者に貸付けを行ってい

ます。 

施設の機能は民間でも担うことができるため、事業者に譲渡し  

て、引き続き活用する方向で検討します。 

 

・安岡考古資料室 

安岡考古資料室は、考古博物館が所有する発掘調査機材等の保管

収納施設です。 

建物は築 87 年（昭和 10年建築）で老朽化が進行していますが、

旧安岡村役場、郷台地資料館、安岡考古資料室等として使用された  

歴史ある建物であるため、譲渡により民間活力を導入して、利活用を図っていく方向で検討

します。 
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(5) 施設一覧表（安岡地区） 

 

 
  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 安岡支所 庁舎等施設 57 308.67 255.00 △ 53.67 複合化（解体） →

2 安岡公民館 集会施設 57 1,836.33 0.00 △ 1,836.33 複合化（解体）

3 安岡地区複合施設（コミュニティ施設）（仮称） 集会施設 2,145.00 2,145.00 新規（新築） →

4 安岡老人憩の家 集会施設 34 291.60 0.00 △ 291.60 集約化（解体）

5 下関球場 スポーツ施設 35 3,791.75 3,791.75 0.00 → →

6 下関第二球場 スポーツ施設 38 229.42 229.42 0.00 → →

7 下関北運動公園庭球場（管理棟） スポーツ施設 35 90.25 90.25 0.00 → →

8 射撃場 スポーツ施設 59 52.71 0.00 △ 52.71 譲渡

9 安岡小学校 学校教育施設 67 8,506.58 8,506.58 0.00 → →

10 安岡児童クラブ 児童福祉施設 7 359.91 359.91 0.00 → →

11 安岡中学校 学校教育施設 52 8,062.04 8,062.04 0.00 → →

12 北部図書館（仮称） 文化施設 800.00 800.00 新規（新築）

13 深坂自然の森 保養観光施設 43 1,463.52 1,463.52 0.00 → →

14 園芸センタ－ 保養観光施設 64 3,588.02 （前期中に解体） 複合化（解体済）

15 安岡分団第１部消防機庫 消防施設 45 39.68 39.68 0.00 → →

16 安岡分団第２部消防機庫 消防施設 14 62.27 62.27 0.00 → →

17 安岡分団第３部消防機庫 消防施設 43 34.40 34.40 0.00 → →

18 安岡分団第４部消防機庫 消防施設 36 32.49 32.49 0.00 → →

19 安岡分団第５部消防機庫 消防施設 35 32.49 32.49 0.00 → →

20 安岡分団第６部消防機庫 消防施設 35 36.20 36.20 0.00 → →

21 安岡水防倉庫 消防施設 51 12.95 0.00 △ 12.95 集約化（解体）

22 下関北運動公園便所 公園施設 34 47.92 47.92 0.00 → →

23 下関北運動公園（合併処理施設） 公園施設 35 153.07 153.07 0.00 → →

24 憩ヶ丘公園便所 公園施設 13 18.97 18.97 0.00 → 譲渡

25 横野八幡公園便所 公園施設 34 7.48 7.48 0.00 → 廃止（解体）

26 安岡地区公園便所 公園施設 30 14.08 14.08 0.00 → →

27 横野新町公園便所 公園施設 30 7.04 7.04 0.00 → →

28 富任八幡宮公園便所 公園施設 28 7.04 7.04 0.00 → 廃止（解体）

29 安岡地区公園多目的便所 公園施設 10 5.34 5.34 0.00 → →

30 安岡考古資料室 その他施設 87 721.68 0.00 △ 721.68 廃止（譲渡）

31 松風荘住宅 市営住宅等施設 48 17,013.16 17,013.16 0.00 → →

32 安岡新田住宅 市営住宅等施設 60 612.36 0.00 △ 612.36 廃止（解体）

33 安岡福江住宅 市営住宅等施設 52 6,594.03 6,594.03 0.00 → →

54,033.45 49,809.13 △ 636.30

施設延床面積 方向性

地 区 計
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１５．吉見地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

吉見地区は、豊かな農地と吉見・吉母・蓋井島の 3つの漁港に恵まれた地区で、概ね吉見中

学校区を範囲としています。地区内にはＪＲ吉見駅があります。 

 公共施設は、学校教育施設が多くあります。 

 

人口と世帯数 5,332 人 2,953 世帯 

面    積  26.50k ㎡ 

中 学 校 区 吉見中学校 

施設数と延床面積 49 施設 30,328.25 ㎡（下関市全体の 2.00%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    15,078.18 ㎡（地区の 49.72%） 

医療保健福祉施設   7,255.43 ㎡（地区の 23.92%） 

集会施設       2,474.26 ㎡（地区の 8.16%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 吉見地区の課題と方向性 

 

① 吉見地区では、吉見公民館及び吉母公民館を地域づくり・まちづくりの拠点と位置づけ、

適正配置を検討していきます。 

 なお、吉母公民館は耐震性が確保されておらず、老朽化が進んでいるため、近隣の吉母老

人憩の家と機能を集約する方向で検討します。 

② 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、吉見公民館、吉母

公民館、各小中学校などが指定されています。蓋井島においては、蓋井小学校及び蓋井島保

健福祉館が指定されています。 

   また、行政機能を担う施設としては、吉見支所があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

③ 保育園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適切な環境を目

指し、体制を整備していきます。 

 詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

④ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 
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(3) 吉見地区の主な公共施設の位置 

 

 
 

 

 

(4) 各施設の検討方針 

 

・吉母公民館 

吉母公民館は耐震性が確保されておらず、築 45 年となって老朽

化が進んでいます。 

近隣の吉母老人憩の家は耐震性があって比較的新しいため、2 施

設の機能を集約し、現在の吉母老人憩の家を新たな公民館として  

活用する方向で検討します。 

  現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 
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・吉見老人憩の家 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

吉見老人憩の家については、吉見公民館等に機能を集約し、現  

在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、あるいは利

用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 

 

・吉母老人憩の家 ≪借地≫ 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、他の集会施設と機能を集約して、サービス

を継続していきます。 

 吉母老人憩の家については、近隣の吉母公民館の老朽化が進んで  

いるため、2施設の機能を集約し、現在の吉母老人憩の家を新たな公民館として活用する方

向で検討します。 

 

・大河原会館 普通財産 ≪借地≫ 

大河原会館は、市と地元の連絡調整や地域の集会所として利用さ

れている施設です。 

公益的な利用形態であることから、地域と協議の上、利用団体等

に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・御崎集会所 普通財産 ≪借地≫ 

御崎集会所は、市と地元の連絡調整や地域の集会所として利用さ

れている施設です。 

公益的な利用形態であることから、地域と協議の上、利用団体等

に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。  

 

・ヨットクラブハウス 普通財産 ≪借地≫ 

ヨットクラブハウスは、海洋レクリエーション施設建設計画に基

づいて設置された施設で、現在は普通財産として利用団体に貸付け

を行っています。 

建物は築 36 年となって老朽化が進んでいるため、利用団体等と  

協議の上で貸付けを終了し、解体して、借地を返還する方向で検討します。 

 

・吉見小学校 

吉見小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

吉母小学校及び吉見中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は吉見小学校及び吉見中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 
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・吉母小学校 

吉母小学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

吉見小学校及び吉見中学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は吉見小学校及び吉見中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

統合後は、現在の建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・蓋井小学校（中学校） 

蓋井小学校の施設を利用して新たに蓋井中学校を開校し、小中一

貫教育を導入する予定です。 

開校は、令和 5年度を予定しています。 

 

 

・吉見中学校 

吉見中学校は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画（第

３期）」において、第３期計画期間（令和 2年度～令和 6年度）に、

吉母小学校及び吉見小学校と統合し、小中一貫教育を導入する計画

（学校位置は吉見小学校及び吉見中学校）となっています。  

学校統合は、保護者や地域住民との合意に基づいて実施します。 

 

・旧学校寄宿舎青雲寮 

学校寄宿舎青雲寮は、蓋井島の生徒のための寄宿舎として設置さ

れていましたが、蓋井小学校の施設を利用して新たに中学校を設置

する方針となったことに伴い、令和 3 年度末で用途を廃止しまし

た。  

建物は耐震性が確保されておらず、築 54 年となって老朽化が進んでいるため、解体するか、

土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・下関フィッシングパ－ク 

下関フィッシングパ－クは、市民の余暇の活用と健康の増進に資

するために、海釣りの場を提供しています。 

建物は耐震性がありますが、築 38 年となって今後の老朽化が想

定されるため、危険が生じる前に用途を廃止し、建物は解体する方  

向で検討します。 
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(5) 施設一覧表（吉見地区） 

 

 

  

築年数

№ 施 設 名 称 利用用途分類 (R4年度) 令和3年度末 令和10年度末 中期増減 中期 後期

年 ㎡ ㎡ ㎡ (R5～10年度) (R11～16年度)

1 吉見支所 庁舎等施設 45 159.60 159.60 0.00 → →

2 吉見公民館 集会施設 45 1,516.28 1,516.28 0.00 → →

3 吉母公民館 集会施設 44 481.56 170.55 △ 311.01 →（移転／解体） →

4 吉見老人憩の家 集会施設 30 182.54 0.00 △ 182.54 集約化（解体）

5 吉母老人憩の家 集会施設 23 170.55 0.00 △ 170.55 集約化（転用）

6 大河原会館 集会施設 52 66.36 0.00 △ 66.36 譲渡

7 御崎集会所 集会施設 26 56.97 0.00 △ 56.97 譲渡

8 ヨットクラブハウス 庁舎等施設 36 96.46 0.00 △ 96.46 廃止（解体）

9 吉見体育館 スポーツ施設 29 1,004.24 1,004.24 0.00 → →

10 吉見小学校 学校教育施設 68 5,109.77 5,109.77 0.00 集約化 →

11 吉見児童クラブ 児童福祉施設 68 130.05 130.05 0.00 → →

12 吉母小学校 学校教育施設 43 3,049.78 0.00 △ 3,049.78 集約化（譲渡）

13 蓋井小学校 学校教育施設 47 1,158.71 1,158.71 0.00 → →

14 吉見中学校 学校教育施設 42 5,432.01 5,432.01 0.00 集約化 →

15 旧学校寄宿舎青雲寮 学校教育施設 54 327.91 0.00 △ 327.91 廃止済（譲渡）

16 吉見保育園 児童福祉施設 55 350.58 350.58 0.00 → →

17 下関フィッシングパ－ク 保養観光施設 38 98.24 0.00 △ 98.24 廃止（解体）

18 栽培漁業センタ－ 産業振興施設 19 1,818.93 1,818.93 0.00 → →

19 蓋井島保健福祉館 医療保健福祉施設 53 218.00 218.00 0.00 → →

20 梅花園 医療保健福祉施設 37 1,732.17 （前期中に譲渡） 譲渡済

21 陽光苑 医療保健福祉施設 30 4,952.00 （前期中に譲渡） 譲渡済

22 陽光苑デイサービスセンター 医療保健福祉施設 30 353.26 （前期中に譲渡） 譲渡済

23 吉見分団第１部消防機庫 消防施設 50 34.36 34.36 0.00 → →

24 吉見分団第２部消防機庫 消防施設 34 32.49 32.49 0.00 → →

25 吉見分団第３部消防機庫 消防施設 22 63.81 63.81 0.00 → →

26 吉見分団第４・６部消防機庫 消防施設 24 63.09 63.09 0.00 → →

27 吉見分団第５部消防機庫 消防施設 3 40.54 40.54 0.00 → →

28 吉見分団第７部消防機庫 消防施設 12 64.14 64.14 0.00 → →

29 吉見分団第８部消防機庫 消防施設 35 32.00 32.00 0.00 → →

30 吉見分団第９部・第１０部消防機庫 消防施設 19 74.14 74.14 0.00 → →

31 吉見分団第１１部消防機庫 消防施設 2 26.09 26.09 0.00 → →

32 吉見分団第１１部第２消防機庫 廃止施設 37 9.72 9.72 0.00 → →

33 吉見分団第１２部消防機庫 消防施設 33 27.00 27.00 0.00 → →

34 吉見水防倉庫 消防施設 53 10.82 0.00 △ 10.82 集約化（解体）

35 吉見漁港公園便所 公園施設 31 14.30 14.30 0.00 → →

36 吉見竜王町児童公園便所 公園施設 36 6.87 6.87 0.00 → 廃止（解体）

37 吉見新町公園便所 公園施設 33 7.04 7.04 0.00 → →

38 吉見近隣公園便所 公園施設 25 22.54 22.54 0.00 → →

39 蓋井島漁港漁業集落便所 その他施設 20 17.40 17.40 0.00 → →

40 吉母公衆便所 その他施設 37 8.80 （前期中に解体） 廃止済（解体済）

41 吉母漁港トイレ１ その他施設 19 31.98 31.98 0.00 → →

42 吉母漁港トイレ２ その他施設 16 38.95 38.95 0.00 → →

43 蓋井島火葬場 その他施設 27 60.00 60.00 0.00 → →

44 蓋井小学校教員住宅 職員住宅 38 202.75 202.75 0.00 → →

45 環境部吉母管理場 インフラ施設 37 732.53 732.53 0.00 → →

46 吉母飲用水供給施設 インフラ施設 35 9.93 9.93 0.00 → →

47 吉母漁港ポンプ場 インフラ施設 37 89.60 89.60 0.00 → →

48 吉見渡船待合所 インフラ施設 30 18.56 18.56 0.00 → →

49 蓋井島漁港漁業集落排水処理施設 インフラ施設 20 122.83 122.83 0.00 → →

30,328.25 18,911.38 △ 4,370.64

施設延床面積 方向性

地 区 計
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１６．菊川地区の公共施設の適正配置に関する方向性 

 

(1) 概要 

 

菊川地区は、平成 17 年 2 月の合併前の豊浦郡菊川町に相当する地区で、概ね菊川中学校区

を範囲としています。17地区中で 3番目に面積が広い地区です。 

  合併前は単独の自治体であったため、公共施設は多種の施設が混在しています。 

 

人口と世帯数 7,408 人 3,392 世帯 

面    積 83.78k ㎡ 

中 学 校 区 菊川中学校 

施設数と延床面積 68 施設 64,727.04 ㎡（下関市全体の 4.26%） 

数量が多い公共施設 

（延床面積順） 

学校教育施設    17,029.44 ㎡（地区の 26.31%） 

市営住宅等施設   15,319.68 ㎡（地区の 23.67%） 

庁舎等施設      6,480.54 ㎡（地区の 10.01%） 

集会施設       5,249.79 ㎡（地区の 8.11%） 

保養観光施設     3,947.30 ㎡（地区の 6.10%） 

スポーツ施設     3,934.19 ㎡（地区の 6.08%） 

（人口及び世帯数の数値は、令和 3 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳の数値に中学校区及び自治連合会の範囲を加味したもの。） 

 

 

(2) 菊川地区の課題と方向性 

 

① 菊川地区では、菊川ふれあい会館（アブニール）を地域づくり・まちづくりの拠点と位置

づけ、適正配置を検討していきます。 

② 楢崎公民館は、譲渡する方向で検討します。 

③ 地域防災計画における主な指定緊急避難場所及び指定避難所としては、菊川総合支所、菊

川ふれあい会館、菊川体育館、各小中学校などが指定されています。 

   また、行政機能・消防機能を担う施設としては、菊川総合支所、豊浦東消防署菊川出張所

があります。 

   これらのうち、方向性を存続とした施設については、耐震化等を含む適正な管理に努めま

す。また、施設が廃止される場合であっても、より安全な公共施設・民間施設を選定し避難

所等として活用する等、防災拠点の確保に配意します。 

④ 菊川地区は、平成 17年 2 月の合併までは単独の自治体であったことから、多様な目的の施

設が網羅的に設置されています。また、地区面積が広いため施設数も多くなっています。 

   施設の適正配置と集約化・複合化について検討を行い、利便性の向上とまちづくりの活性

化を図ります。 

⑤ 市営住宅等施設については、今後の住宅需要を踏まえ、施設総量の適正化や長寿命化に努

めます。 

 具体的な事業や取組みについては、「下関市公営住宅等長寿命化計画」において検討して

いきます。 

⑥ 幼稚園及びこども園については、次代の下関市を担う子どもたちが健やかに成長できる適
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切な環境を目指し、体制を整備していきます。 

   詳細な内容は、「下関市立就学前施設の整備基本計画」において検討していきます。 

⑦ 小学校及び中学校については、規模や配置の適正化を図ることにより、義務教育の教育水

準の維持・向上を図っていきます。 

   詳細な内容は、「下関市立学校適正規模・適正配置基本計画」において検討していきます。 

   また、児童・生徒数の状況を見ながら、余裕教室の活用について幅広く検討します。 

⑧ 廃校を始めとする未利用財産については、譲渡や貸付けの検討を行い、有効活用を図って

いきます。 

 

 

(3) 菊川地区の主な公共施設の位置 
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(4) 各施設の検討方針 

 

・菊川総合支所旧庁舎 

菊川総合支所は、庁舎整備事業によって移転改築を行い、平成

30 年 5 月に新庁舎の供用を開始しました。 

旧庁舎の建物は耐震性が確保されておらず、築 68 年となって老

朽化が著しいため、土地と一体的に譲渡する方針を定め、現在譲渡  

のための手続きを行っています。 

 

・菊川総合支所第４庁舎 普通財産 

菊川総合支所第４庁舎は、寄附により取得し、普通財産として貸

付けを行っていましたが、老朽化に伴って用途を廃止しました。 

建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討しま

す。  

 

・楢崎公民館 

 楢崎公民館は、中央公民館（廃止）の分館として位置づけられて

いた公民館で、農業協同組合が所有する建物との複合施設になって

います。 

  規模が比較的小さく、地区の集会所に類した形態で使用されてい  

るため、地域と協議の上、利用団体等に譲渡し、引き続き活用する方向で検討します。 

 

・菊川農村婦人の家 

菊川農村婦人の家は、農村婦人のための共同利用施設で、集会や

農産加工実習のために使用されています。 

建物は耐震性が確保されておらず、築 42 年となって老朽化が進

んでいるため、近隣の公共施設に機能を集約し、現在の建物は解体  

するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討します。 

 

・菊川老人憩の家 ≪借地≫ 

老人憩の家などの小規模な集会施設については、効率的な施設管

理と活性化を図るため、比較的規模の大きい集会施設へ機能を集約

して、サービスを継続していきます。 

菊川老人憩の家については、菊川ふれあい会館等に機能を集約  

し、現在の建物は解体するか、土地と一体的に公募等の手法により民間に譲渡するか、ある

いは利用団体等に譲渡して引き続き活用すること等を検討します。 

 

・旧菊川武道館 

菊川武道館は、菊川体育館に機能を集約し、平成 29 年度末で用

途を廃止しました。 

建物は解体するか、土地と一体的に譲渡すること等を検討しま

す。  

 




